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https://www.fit-works.co.jp/ 

株式会社東京証券取引所 

https://www.jpx.co.jp/ 
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【投資者に対する注意事項】 

１．TOKYO PRO Marketは、特定投資家等を対象とした市場であり、その上場会社は、高い投資リスク

を含んでいる場合があります。投資者は、TOKYO PRO Marketの上場会社に適用される上場適格性要

件及び適時開示基準並びに市場価格の変動に関するリスクに留意し、自らの責任で投資を行う必要

があります。また、投資者は、発行者情報により公表された情報を慎重に検討した上で投資判断を

行う必要があります。特に、「第一部  第３ ４【事業等のリスク】」において公表された情報を

慎重に検討する必要があります。 

２．発行者情報を公表した発行者のその公表の時における役員(金融商品取引法(以下「法」とい

う。)第21条第１項第１号に規定する役員(取締役、会計参与、監査役若しくは執行役又はこれらに

準ずる者)をいう。)は、発行者情報のうちに重要な事項について虚偽の情報があり、又は公表すべ

き重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実に関する情報が欠けていたとき

は、法第27条の34において準用する法第22条の規定に基づき、当該有価証券を取得した者に対し、

情報が虚偽であり又は欠けていることにより生じた損害を賠償する責任を負います。ただし、当該

有価証券を取得した者がその取得の申込みの際に、情報が虚偽であり、又は欠けていることを知っ

ていたときは、この限りではありません。また、当該役員は、情報が虚偽であり又は欠けているこ

とを知らず、かつ、相当な注意を用いたにもかかわらず知ることができなかったことを証明したと

きは、上記賠償責任を負いません。 

３．TOKYO PRO Marketにおける取引所規則の枠組みは、基本的な部分において日本の一般的な取引所

金融商品市場に適用される取引所規則の枠組みと異なっています。すなわち、TOKYO PRO Marketに

おいては、J-Adviserが重要な役割を担います。TOKYO PRO Marketの上場会社は、特定上場有価証

券に関する有価証券上場規程の特例(以下「特例」という。)に従って、各上場会社のために行動す

るJ-Adviserを選任する必要があります。J-Adviserの役割には、上場適格性要件に関する助言及び

指導、並びに上場申請手続のマネジメントが含まれます。これらの点について、投資者は、東京証

券取引所のホームページ等に掲げられるTOKYO PRO Marketに係る諸規則に留意する必要がありま

す。 

４．東京証券取引所は、発行者情報の内容(発行者情報に虚偽の情報があるか否か、又は公表すべき

事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実に関する情報が欠けているか否かという

点を含みますが、これらに限られません。)について、何らの表明又は保証等をしておらず、前記

賠償責任その他の一切の責任を負いません。 
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第一部 【企業情報】 

第１ 【本国における法制等の概要】 

該当事項はありません。 

 

第２ 【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 

 
連結経営指標等 

回次 第19期 第20期 

決算年月 2024年11月 2025年11月 

売上高 (千円) 2,347,290 2,771,334 

経常利益 (千円) 207,297 230,196 

親会社株主に帰属する当期純利益 (千円) 132,350 141,412 

包括利益 (千円) 132,350 141,412 

純資産額 (千円) 1,028,632 1,167,045 

総資産額 (千円) 1,837,453 2,154,487 

１株当たり純資産額 (円) 5,143.16 5,835.23 

１株当たり配当額 

（うち１株当たり中間配当額） 
(円) 15 

(－) 
15 

(－) 

１株当たり当期純利益 (円) 661.75 707.06 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 (円) － － 

自己資本比率 (％) 56.0 54.2 

自己資本利益率 (％) 12.9 12.9 

株価収益率 （倍） 6.4 6.0 

配当性向 (％) 2.3 2.1 

営業活動によるキャッシュ・フロー (千円) △37,009 630,101 

投資活動によるキャッシュ・フロー (千円) △150,686 △53,643 

財務活動によるキャッシュ・フロー (千円) 167,336 △48,996 

現金及び現金同等物の期末残高 (千円) 434,915 962,378 

従業員数 (名) 78 73 

(注)１．当社グループは、第19期より連結財務諸表を作成しているため、第18期については記載しておりません。

また、第19期の自己資本利益率は連結初年度のため、期末自己資本に基づいて算定しております。 

２．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式がないため記載しておりません。 

３．従業員数は就業人員数であり、臨時雇用者数は従業員数の100分の10未満であるため、記載を省略してお

ります。 
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２ 【沿革】 

当社の前身である株式会社i.Vizは、株式会社ダンテックにおける事業拡大を目的に、同一の株主構成

で設立されました。2014年に株式会社ダンテックよりシステムインテグレーション関連業務の事業移管

を受け、現代表取締役武内寿明が資本・経営参加し、お客様をはじめとしたステークホルダーの皆様か

ら信頼される企業であり続けるため、社名を株式会社フィットワークスに変更いたしました。 

 

 

  

年 月 概 要 

2006年５月 大阪市淀川区に株式会社i.Viz設立 資本金100万円 

2014年８月 経営基盤の強化を目的として資本金1,000万円に増資 

2014年10月 株式会社フィットワークスへ商号変更 

2014年12月 特定労働者派遣事業 届出（特27-306517） 

2015年３月 

建設業許可取得 

大阪府知事許可（般-26）第142598号 

電気工事業・電気通信工事業 

2015年５月 東京都文京区に東京支店設置 

2016年12月 
神戸市西区に神戸支店設置 

ISO27001 認証 取得（認証範囲：本社） 

2018年３月 鹿児島県鹿児島市に鹿児島支店設置 

2018年12月 労働者派遣事業許可取得（派27-303897） 

2020年２月 経営基盤の強化を目的として資本金8,000万円に増資 

2020年３月 

建設業許可更新 

大阪府知事許可（般-１）第142598号 

電気工事業・電気通信工事業 

2021年12月 労働者派遣事業許可更新（派27-303897） 

2022年５月 

建設業許可取得 

国土交通大臣許可（般-４）第28523号 

電気工事業・電気通信工事業 

2022年８月 東京証券取引所TOKYO PRO Marketに株式を上場 

2024年４月 株式会社ミップの全株式を取得し、100％子会社化 
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３ 【事業の内容】 

当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社(株式会社フィットワークス)及び連結子会社１社

(株式会社ミップ)の計２社で構成されております。 

当社グループは、事業者向けにネットワーク、インフラ構築からソフトウェア開発をはじめ、それら

の運用・保守に至るまでワンストップでサービスを提供しております。当社グループ事業はシステムイ

ンテグレーション事業の単一セグメントでありますが、以下の３つのサービスをお客様に提供しており

ます。 

 ・インフライノベーションサービス 

上流SEやITアーキテクトによる企画の提案やヒアリングなどのコンサルティングサービス、ネ

ットワークやサーバーのインフラ基盤構築に加え、クラウドなどレイヤーごとのインフラ基盤構

築を提供しております。 

また、インフラ基盤を支える弱電設備工事、電話交換設備などのコミュニケーション基盤構築

など、昨今の技術革新に則したトータルサービスを提供しており、特定の製品やベンダーに縛ら

れることなく、お客様にとって最適なITインフラ環境を構築しております。 

 ・システム開発サービス 

情報保護の法規制、多様化するサイバー攻撃に対応したセキュリティパッケージシステムの開

発に加え、お客様業務の利便性を向上するプラットフォームを提供しております。 

 ・アウトソーシングサービス 

豊富な業務・ITノウハウを活用し、インフラ基盤のオンサイト、リモートによる保守サービス

に加えて常駐型によるお客様業務の運用支援サービスを提供しております。 

 

＜事業イメージ＞ 

 

 

さらに当社グループが属するIT業界においては、新型コロナウイルス感染症対策を契機としたテレワ

ーク導入等、働き方改革関連投資が堅調に推移し、クラウドやAI、IoT、RPA（ロボティックプロセスオ

ートメーション）といったDX（デジタルトランスフォーメーション）等の最先端技術領域への関心も急

速に高まっており、これらの環境の変化に適応できるITベンダーとして、お客様の課題を解決すべく、

医療事業者から民間企業まで多岐に渡るインフラ構築の仕事に対し、社会の公器であるという使命感を

もって取り組んでおります。 
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また、更なる成長に向け、「サステナビリティ経営」を推進しております。経営理念を当社の存在意

義とした上で、当社グループの強みを活かし、お客様、パートナー様との共創で、新しいバリューチェ

ーンをプロデュースする「2030年：コミュニケーションサービス・コンシェルジュ」の実現のため、策

定した中期経営計画において３つの基本戦略「事業革新」「人財投資」「DX事業化」と経営基盤の強化

に取り組むことにより事業拡大を目指しております。 

 

（１）インフライノベーションサービス 

日常生活の中でのインフラが電気、ガス及び水道などであるように、IT業界のインフラはサーバー

やネットワークです。インフライノベーションサービスは「ネットワークインフラ構築サービス」、

「サーバーインフラ構築サービス」及び「コンストラクションサービス」に大きく分類されます。 

 

 

■ネットワークインフラ構築サービス 

当社グループが強みとする大規模病院、自治体や企業内で利用される様々なシステムを繋ぐネット

ワーク全般（有線LAN／無線LAN／WAN）の企画・設計・機器導入・構築を行います。お客様のご要望に

応じて、ルーター、L3スイッチ、L2スイッチ、無線アクセスポイントなどのネットワークインフラ構

築を展開しています。 

 

主な導入実績 

・国立大学附属病院 院内ネットワーク導入構築、クラウドへの接続環境構築 

・私立・国立大学 学内ネットワーク導入構築 

・地方自治体 庁舎内ネットワーク導入構築 

・一般中小大手企業 社内ネットワーク導入構築、拠点間ネットワーク 

 

■サーバーインフラ構築サービス 

当社グループが強みとする大規模病院、自治体や企業内で利用される様々なシステムを形成するサ
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ーバー環境について、企画・設計・機器導入・構築を行います。お客様のオンプレミス環境（ソフト

ウェア/仮想基盤/サーバー、ストレージ）だけでなく、クラウド環境の活用についてもサーバーイン

フラ構築を展開しています。 

 

主な導入実績 

・国立大学附属病院 仮想基盤環境、シンクライアント環境導入構築 

・私立・国立大学 仮想基盤環境導入構築 

・地方自治体 仮想基盤環境導入構築 

・一般中小大手企業 仮想基盤環境導入構築 

 

■コンストラクションサービス 

コンストラクションサービスは、電話設備工事、有線LAN工事、無線LAN工事、電源工事を展開して

おります。お客様のご要望に沿ったきめ細やかな物理環境の企画・設計・発注・工事・引き渡しの各

段階において、スケジュール管理・コスト管理・施工管理・品質管理などを行い、お客様にとって最

適なご提案と物理インフラ環境を提供しています。 

 

主な導入実績 

・国立大学附属病院 有線LAN工事、無線LAN工事、電源工事 

・私立・国立大学 有線LAN工事、無線LAN工事、電源工事 

・地方自治体 有線LAN工事、無線LAN工事、電源工事 

・一般中小大手企業 電話設備工事、有線LAN工事、無線LAN工事、電源工事 

 

（２）システム開発サービス 

当サービスにおきましては、お客様の“したい”を実現するために、お客様のニーズを深く読み取

り、確かな技術と柔軟な発想で最適なシステムを形にします。 

 

［Fitシリーズ製品］ 

「Fitシリーズ」は、主に病院・官公庁等に向けた汎用性の高い業務支援システムのパッケージ製品で

す。 

以下に、一部の製品をご紹介します。 

① Fit Smart Trans(ファイル転送システム) 

Fit Smart Transは、ネットワーク分離環境や仮想環境とのファイルのやり取りで抱えている利便

性、セキュリティ面での課題を解決するソリューションです。 

 

② Fit Smart Links(利用者管理システム) 

Fit Smart Linksは、院内で使用するシステムのユーザー情報（ユーザーID）を管理するシステム

です。管理したユーザー情報は院内で使用しているシステムに連携します。 

 

③ Rampart（インターネット分離システム） 

Rampartは、機密性の低い情報を扱うネットワークと、個人情報など機密性の高い情報を扱うネッ

トワークの分離環境において、隔離された仮想環境（個人環境）の画面転送を行うことで、セキュ

アなブラウジング環境を提供するソリューションです。 
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（３）アウトソーシングサービス 

お客様システムの運用業務の代行、ベンダーフリーなネットワーク管理やハードウェア管理を提供

しています。また、障害対応時には障害の切り分けやベンダーコントロールを行い、迅速に復旧まで

支援します。さらにお客様先のご要望により作業員が常駐し、お客様のシステム規模、ご要望等に合

わせたIT運用サービスをきめ細やかに提供しています。加えて、昨今のコンピュータセキュリティイ

ンシデントの原因を突き止めるための仕組みや、適切なシステムの改善計画を提供するComputer 

Security Incident Response Team (CSIRT・シーサート)サービスを提供しております。 
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＜事業系統図＞ 

以上に述べた事業を、事業系統図によって示すと次のとおりであります。 

 

 
 

  

  



 

10 
 

４ 【関係会社の状況】 

名称 住所 
資本金 

（千円） 

主要な 

事業の内容 

議決権の所有 

（又は被所有） 

割合（％） 

関係内容 

（連結子会社） 

株式会社ミップ 
大阪市北区 35,000 

システムインテグ 

レーション事業 
100.0 

役員の兼任 

（３名） 

（注）１．特定子会社に該当します。 

   ２．有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。 

 

５ 【従業員の状況】 

（１）連結会社の状況 

2025年11月30日現在 

従業員数(名) 73 

(注)１．従業員数は就業人員数であり、臨時雇用者数は従業員数の100分の10未満であるため、記載を省略してお

ります。 

２．当社グループはシステムインテグレーション事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を

省略しております。 

 

（２）発行者の状況 

2025年11月30日現在 

従業員数(名) 平均年齢（歳）  平均勤続年数（年）  平均年間給与（千円）  

49  38.5  7  5,212 

(注)１．従業員数は就業人員数であり、臨時雇用者数は従業員数の100分の10未満であるため、記載を省略してお

ります。 

    ２．平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。  

３．当社はシステムインテグレーション事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略して

おります。 

      

（３）労働組合の状況 

労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。 
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第３ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

（１）業績 

当連結会計年度における我が国経済は、回復と停滞の間で揺れ動く不安定な情勢が続いております。

具体的には、原材料価格やエネルギーコストの高騰に端を発する物価上昇、ならびに産業界全体で深

刻化する人手不足といった構造的な課題が企業経営の重石となっております。その一方で、インバウ

ンド需要の急速な回復や、底堅い企業の設備投資意欲といった明るい兆しも見られ、景気は緩やかな

回復基調を維持しております。もっとも、海外景気の下振れリスクや金融資本市場の変動等の影響も

あり、今後の景気回復のペースは依然として緩やかなものに留まると予測されます。 

当社グループの主力事業である病院情報システム分野におきましては、医療機関の経営環境が厳し

さを増しております。特に、電子カルテシステムやレセプトコンピュータ※１、部門システム等の導

入・維持に係る関連費用が増加の一途をたどり、病院経営を著しく圧迫する要因となっております。

この背景には、多くの医療機関がいまだにオンプレミス型システムを採用しており、独自のカスタマ

イズや数年ごとの大規模なシステム更改に多額の費用を費やしている現状があります。こうした従来

型の運用は、医療機関ごとの個別改修を常態化させ、コストを高止まりさせるだけでなく、生成AIを

はじめとする最新技術の導入・活用を阻害する要因ともなっております。加えて、院内サーバー管理

におけるセキュリティ対応の不十分さも顕在化しており、サイバー攻撃等のリスクに対する脆弱性が

懸念されております。こうした状況下、医療現場ではセキュリティ対策の高度化とITコストの低減と

いう相反する課題の両立が求められています。したがって、今後はオンプレミス型からクラウド型へ

の移行、複数病院でのシステム共同利用、あるいはマネージドサービス※２の活用検討など、最新技術

を活用した現場負担の軽減と医療の質向上に向けた抜本的な変革が不可欠となっております。 

このような事業環境の中、当社は変化する顧客ニーズを的確に捉え高まるセキュリティレベル向上

への要求に対応すべく、当社の主力セキュリティ製品である「FitSmartTrans（フィットスマートトラ

ンス）ファイル転送システム」および「Rampart（ランパート）インターネット仮想ブラウザ」の販売

強化に注力し、積極的な営業活動を展開いたしました。また、組織力強化の観点から、若手・中堅社

員の育成に注力した結果、技術力・提案力が向上し、戦力化が進みました。この人的資本の成長が功

を奏し、部門仮想基盤の構築やネットワーク整備といった、当社の得意分野であるインフラ構築案件

においても、着実に受注件数を積み上げることができました。 

営業面におきましては、若手・中堅社員への戦略的な成長支援に加え、顧客一人ひとりに対する丁

寧な仕事を徹底することで、既存顧客への対応力を大幅に強化いたしました。これにより、販売網の

拡充と強固な顧客基盤の構築を図ることができました。こうした地道な取り組みが実を結び、既存顧

客からの深耕に加え、紹介による新規顧客の導入案件が増加し、グループ全体の売上、利益の増加に

大きく貢献いたしました。 

 

※１ レセプトコンピュータ 

医療機関等において、診療報酬（医療費）の計算を行い、健康保険組合等へ請求するための「レセ

プト（診療報酬明細書）」を作成・管理する専用システム 

 

※２ マネージドサービス 

企業のサーバー・ネットワークなどのITインフラの運用・保守・管理業務を外部の専門業者に委託

するサービス 

 

以上の結果、当連結会計年度の売上高は2,771百万円（前年同期比18.1％増）、営業利益は229百万
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円（同16.9％増）、経常利益は230百万円（同11.0％増）、親会社株主に帰属する当期純利益は141百

万円（同6.8％増）となりました。 

なお、当社グループはシステムインテグレーション事業の単一セグメントであるため、セグメント

別の記載を行っておりません。 

 

（２）キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」といいます。）の残高は962百万円

（前連結会計年度末比527百万円増）となりました。各キャッシュ・フローの状況と主な内訳は以下の

とおりです。 

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果獲得した資金は630百万円（前連結会計年度は37百万円の使用）となりました。これ

は主に、法人税等の支払による支出107百万円があるものの、税金等調整前当期純利益の計上230百万

円、棚卸資産の減少額222百万円及び前受金の増加額187百万円があったこと等によるものであります。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果使用した資金は53百万円（前連結会計年度は150百万円の使用）となりました。こ

れは主に、有価証券の取得による支出30百万円及び保険積立金の積立による支出15百万円があったこ

と等によるものであります。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果使用した資金は48百万円（前連結会計年度は167百万円の獲得）となりました。これ

は主に、長期借入金の返済による支出45百万円があったこと等によるものであります。 

 

２ 【生産、受注及び販売の状況】 

当社グループは、システムインテグレーション事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記

載を省略しております。 

 

（１）生産実績 

当社グループで行う事業は、提供するサービスの性格上、生産実績の記載に馴染まないため、記載

を省略しております。 

 

（２）受注実績 

当連結会計年度における受注実績を示すと、次のとおりであります。 

 

セグメントの名称 
受注高 

(千円) 

前期比 

(％) 

受注残高 

(千円) 

前期比 

(％) 

システムインテグレーション事業 1,700,446 57.8 687,127 52.0 

合計 1,700,446 57.8 687,127 52.0 

（注）金額は、受注価格によっております。 
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（３）販売実績 

当連結会計年度における販売実績を示すと、次のとおりであります。 

 

セグメントの名称 

前連結会計年度 
(自 2023年12月１日 

  至 2024年11月30日) 

当連結会計年度 
(自 2024年12月１日 

  至 2025年11月30日) 

金額（千円） 前期比(％) 金額（千円） 前期比(％) 

システムインテグレーション事業 2,347,290 － 2,771,334 118.1 

合計 2,347,290 － 2,771,334 118.1 

（注）１．当社グループは、前連結会計年度より連結財務諸表を作成しているため、前連結会計年度の前期比につ

いては記載しておりません。 

２．主な相手先別の販売実績及び総販売実績に対する割合 

相手先 

前連結会計年度 

(自  2023年12月１日 

 至  2024年11月30日) 

当連結会計年度 

(自  2024年12月１日 

 至  2025年11月30日) 

金額（千円） 割合（％） 金額(千円) 割合（％） 

株式会社コンテックロジコ
ム 

92,922 4.0 562,467 20.2 

学校法人関西医科大学 220,767 9.4 403,556 14.5 

キヤノンＩＴＳメディカル
株式会社 

614,430 26.2 184,953 6.7 

 

３ 【対処すべき課題】 

中長期的な経営戦略の実現を果たすため、当社グループは以下の課題に取り組んでまいります。なお、

文中の将来に関する事項は、本発行者情報公表日現在において当社グループが判断したものであります。 

 

（１）優秀な人材の確保 

当社グループの事業を拡大するためには、優秀な人材の確保が必要であります。しかしながら、労

働人口が減少する環境下において、新卒採用及び即戦力である中途採用にて人材を雇用することが難

しくなっております。また、協力会社から技術者を確保することも、より一層困難となっております。 

このような状況のもと、当社グループでは積極的な資格取得に取り組み自社に必要なスキルやマイ

ンドを持った社員の育成に努めております。また、ビジネスパートナー戦略（外注委託）を掲げ、外

部の人材を日常的に確保していくことで、両社の技術向上に向けた相乗効果と自社内での対応が困難

となった場合のリスク分散を図っております。採用活動をより一層強化するとともに、自社のブラン

ド力を高めるために作成したマスコットキャラクターを利用して、ソーシャルメディアを活用した情

報発信を行い積極的に採用していく方針であります。 

 

（２）お客様満足度の更なる向上 

お客様課題を解決した商品提供・サービス品質の向上は勿論のこと、お客様の期待値を越えるよう

なサービスを提供するため、お客様との対面でのコミュニケーションを重視し、機動力を持ち小回り

の利くサービスを提供していく方針であります。 
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（３）収益力の向上 

システム開発サービス及びアウトソーシングサービスでは、人材確保が厳しい状況にあるため、成

長性に制限のある状態が続いております。そこで、当社グループが長年培ったソフトウェアというモ

ノづくりにおいてソフトウェアエンジニアリングの近代化を真に追求し、収益基盤を安定的に実現す

るために自然言語処理、IoT等の新技術やビッグデータ分析、データサイエンス等のデータ分野及びク

ラウド構築ビジネスの拡大に加え、オフィスDX、ERP、HR等、独自商材の開発を推進してまいります。 

また、多くのお客様の問題解決に繋がる知的財産を保有することは差別化に繋がるとともに、生産

性向上にも繋がり、結果として収益力向上に結び付くと考えております。私たちが自ら生み出したサ

ービスにおいて知的財産への関心を高め、それを自社の事業価値につなげる意識を持つことで収益力

向上を図ってまいります。 

 

（４）安定的な収益基盤の確立 

当社グループの主力サービスであるインフライノベーションサービスは、企業のIT投資計画の需要

に影響を受ける傾向があり、企業のIT投資計画は一般的に景気動向の影響を受けるとされております。

そのため、お客様とワークショップを開催し、年度投資計画や中期経営計画の課題を把握し、解決策

を提案することで、安定的な受注の確保を行い、景気動向の影響を受けづらい収益基盤の構築を図っ

てまいります。 

次にシステム開発サービスは、第二の収益基盤の柱としてデジタル技術を活用した新規事業の創出

を行い、医療市場・公共市場を中心に安定した収益基盤の確保を目指します。特にセキュリティ商品

については、品質・コスト競争力に優れた戦略商品の投入と、国内市場向けに商品ラインアップを充

実させることで、売上（収益）拡大を目指します。 

また、アウトソーシングサービスは、比較的景気の変動を受けにくい傾向があるため、安定的なス

トック収益基盤として今後も安定的な拡大を実現できるよう取り組んでまいります。 

 

４ 【事業等のリスク】 

以下において、当社グループの事業展開その他に関してリスク要因と考えられる主な事項を記載して

おります。当社グループは、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場

合の適切な対応に努める方針ですが、当社株式に関する投資判断は、以下の事項及び本項以外の記載事

項を慎重に検討した上で行われる必要があると考えております。 

 なお、本文中の将来に関する事項は、本発行者情報公表日現在において当社グループが判断したもの

であり、当社株式投資に関する全てのリスクを網羅するものではありません。 

 

（１）市場環境に関するリスクについて 

① 経済・市場環境によるIT投資姿勢の影響について 

当社グループが事業を展開するIT業界においては、経済情勢の低迷や景気の悪化などにより、一般

企業のIT投資への姿勢に影響を受ける傾向があります。当社グループは市場の動向や経済情勢を先ん

じて的確に把握し、その対応策を講じるよう常に努めておりますが、経済情勢の悪化や景気の低迷に

よりお客様のIT投資が減少した場合には、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能

性があります。 

 

② 事業環境について 

当社グループ事業が属するIT業界においては、競合他社との競争激化により、低価格化の傾向が続

いております。このような環境のもと、経済情勢の変化等によりIT業界内での価格競争が現状の水準

を大きく超えて継続した場合には、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があ
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ります。 

 

③ 競合他社による影響について 

当社グループ事業には、現状参入障壁といえるものは存在しておりません。当社グループが得意と

する医療市場におけるネットワークインフラと各種システムとの連携を司るシステムの開発分野は、

ニッチな市場であり、競合他社が当該分野へ進出を図るには知識及びノウハウの習得や人員の確保な

どにより、相応の時間がかかるものと思われます。しかしながら、今後、優良な競合他社が当社グル

ープの事業領域へ多数参入し、既存のお客様基盤の維持や新規のお客様獲得が困難な状況に陥った場

合には、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

④ 技術革新への対応について 

当社グループ事業が属するIT業界においては、技術革新が急速に発達するため、当社グループが現

状有する技術、技能及びノウハウなどが今後陳腐化する可能性があります。また、当社グループの提

供するサービスなどが、IT業界の技術標準の変化により、その競合優位性若しくは価格優位性を失う

こともありえます。従って、当社グループは技術革新に適宜対応するため、従業員の能力を高め、新

しい技術の組織的発掘及び習得を推進しておりますが、技術変化の方向性を正しく予測及び認識でき

ない場合、また予測しても適切に対応できない場合には、当社グループの財政状態及び経営成績に影

響を及ぼす可能性があります。 

 

⑤ 医療市場の動向について 

昨今の動向ではシステム入替えに対する予算が下落傾向にあります。当社グループが得意とするオ

ンプレミス型の仮想基盤インフラ構築分野においても、初期投資が低コストであるクラウドサービス

型方式に移行する病院も増えつつあり、これらの市場環境によっては、構築主体や運用をクラウド事

業者に委託する可能性があることから、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性

があります。 

 

⑥ 半導体不足の影響について 

世界的な半導体不足により、半導体が用いられた製品の納期が不安定となり、さらに調達ができな

くなる、製品価格が上昇するなどの影響が生じております。調達の早期化や代替製品の取扱い、取引

先との連携強化によりリスク低減に努めておりますが、半導体不足がさらに深刻化した場合、当社グ

ループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

（２）当社グループの事業に関するリスクについて 

① 機密情報管理について 

当社グループは情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）に関する国際規格である「情報セ

キュリティ27001」を取得しており、コンピュータウイルス対策及びネットワーク管理などによる情報

の保護、入退館者の確認、情報管理に関する社内教育の徹底及び外部協力業者との機密保持契約の締

結などを行い、当社グループからの情報漏洩を未然に防ぐ対策を講じております。 

このような対策を講じているにもかかわらず、当社グループが情報漏洩に関与した場合には、損害

賠償責任の可能性があるほか、各種業務の継続にも支障が生じる場合があり、当社グループの財政状

態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

② システム開発の品質について 

当社グループは、お客様の要望事項に基づきシステムの開発及び運用支援を行っており、これらの
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品質管理には徹底を期し、お客様サービスの満足度の向上に努めておりますが、当社グループが提供

するサービス等において、品質上のトラブルが発生しないという保証はなく、このような品質上の不

具合が生じた場合には、不具合に対応する追加コストの発生や損害賠償などにより、当社グループの

財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

③ 特定の販売先への依存について 

当社グループは、当連結会計年度において、販売先上位３社に売上高の42.4％が集中しており、特

定の取引先への依存度が高い状況にあります。当該取引先とは良好な関係を築いており、現時点にお

いて取引関係等に支障を来たす事象は生じておらず、今後も継続的な取引が維持されるものと見込ん

でおります。 

当社グループとしては、今後も主要取引先との取引拡大に加え、地方自治体等の新規市場拡大や新

規サービスの開発を行うことで特定取引先への依存度低下を図り、リスク低減に努める方針ですが、

主要取引先の経営方針やIT投資方針の変更、及び取引条件の変更が生ずる場合等には、当社グループ

の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

④ 組織体制の強化について 

当社グループは、発行者情報公表日現在において、従業員数73名と比較的小規模な組織であり、内

部管理体制なども当社グループの規模に応じた組織となっております。そのため、各種業務の中には、

特定の人員に一定の依存をしているものもあります。今後、事業規模の拡大に応じ然るべき人材採用

を行い、業務の平準化や権限委譲などの内部管理体制の強化を一層図っていく意向でありますが、当

該体制の整備に著しく時間を要する場合には、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす

可能性があります。 

 

⑤ 人材の確保及び育成について 

当社グループの事業に従事する人材には、技術者としての能力や資質が求められます。今後、当社

グループが業容を安定的に拡大させていくためには、優秀な人材や適性のある人材を適時確保する必

要があります。また、採用した人材についても、継続的に教育を行い、その育成に努めることは必須

となります。そのため、計画通り人材の確保及び従業員の育成が行えない場合には、当社グループの

財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

⑥ 協力業者について 

当社グループは、事業を展開する上で当社の許容できる以上の受注が得られた場合には、協力業者

から人材を調達し職務を実行しております。従って、協力業者の確保及び業者との協力体制の構築が

事業展開の重要な要素となっております。今後、協力業者の確保及び業者との協力体制が計画通りに

進まない場合は、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

⑦ プロジェクト管理について 

当社グループ事業の一部サービスにおいては、お客様からシステム構築を受託する際、事前にサー

ビスの対価及び納期を定めた請負契約を締結します。当該契約を締結したプロジェクトについては、

原則として契約時に受注金額が確定し、双方が合意した納期までにシステムを導入又は納品をする責

任が当社グループに発生いたします。当社グループは、システム構築又はプロジェクトを受託するに

あたり、発生が見込まれるコストを積上げ、それに適正な利潤を乗せたものを見積金額として提示し

ております。また、プロジェクト受注後は，進捗状況を管理するプロジェクトの責任者を選任し、社

内関係者及びお客様に対して定期的に進捗状況を報告することを実施しております。しかしながら、
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プロジェクトにおいては、仕様変更や追加作業に起因する作業工数の増加などが発生する可能性があ

り、このような事態が生じた場合、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があ

ります。 

 

（３）その他のリスクについて 

① 自然災害等による影響について 

当社グループは、社内のコンピュータシステムに関して、バックアップ体制を確立することによる

災害対策を講じておりますが、地震や火災などの災害、コンピュータウイルス、電力供給の停止、通

信障害、通信事業者に起因するサービスの長期に渡る中断や停止、現段階では予測不可能な事由によ

るシステムトラブルが生じた場合、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があ

ります。 

 

② 知的財産権について 

近年、当社グループの属するIT業界においては、自社保有技術の特許申請が増加する傾向にありま

す。そのような環境下において、知的財産権に係る管理体制は構築しているものの、意図せず他社の

知的財産権を侵害してしまう可能性があり、これらの訴訟などの内容及び結果によっては、当社グル

ープの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

③ 訴訟等について 

当社グループは、これまでに訴訟を提起されている事実はありません。しかしながら、将来何らか

の事由の発生により、訴訟などによる請求を受ける可能性を完全に回避することは困難であり、これ

らの訴訟などの内容によっては、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があり

ます。 

 

④ 関連業法による許認可について 

当社グループの業務の一部については、事業活動を行うにあたり、建設業法に基づく一般建設業の

許可(国土交通大臣許可)を受けております。建設業の許可に関しては、現在のところ建設業法第８条

に規定される許可要件の欠格事由に該当する事項はありませんが、将来何らかの理由により、当該許

認可が取消され、又は、更新が認められない場合、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及

ぼす可能性があります。また、当社グループの事業活動において建設業法への違反行為が生じた場合

には、営業の停止又は許可の取消しという行政処分がくだされる恐れがあり、当社グループの財政状

態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

なお、本発行者情報公表日現在における当社グループの許認可登録は、以下のとおりです。 

許認可登録名 許可を受けた建設業 許可番号 有効期限 

一般建設業許可 
電気工事業 

電気通信工事業 

国 土 交 通 大 臣 許 可 

（般 -４）第 2 8 5 2 3号 

自 2022年５月26日 

至 2027年５月25日 

 

⑤ 法令違反・法改正の影響について 

当社グループは、事業活動を行うにあたって、コンプライアンスポリシーとして3F※を表明しており 

ます。法令遵守は最優先事項であるとの認識のもと、法規範や社内ルールを遵守するとともに、公正

で自由な競争を行い、社会規範にもとることのない誠実かつ公正な企業活動に努めております。コン

プライアンス体制の整備、販売管理体制の構築、全従業員に対して教育・周知の徹底、また、適宜、

顧問弁護士のアドバイスを受けるなど、法的規制を遵守する管理体制の整備に努めております。しか

しながら、これらの法令に違反する行為がなされた場合及び法令の改正や新たな法令が当社グループ

の事業に適用され、その制約を受けることとなった場合には、当社グループの財政状態及び経営成績
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に影響を及ぼす可能性があります。 

 

※3F 

・Forward(進展） 

私たちは、地域の未来に、より豊かで公正な社会を残すよう尽力し、調和のとれた社会を実現する

社会的使命を担う企業であり、地球と社会が直面する課題解決に貢献します。そのために自社だけで

なく、お客様並びに多様なステークホルダー様との対話・共創を推進します。また、デジタル技術の

研究、設計、開発、運用及び人材採用、地域で輝く人材の育成に積極的に取り組み、より良い未来社

会の進展に貢献します。 

・Faith（信頼） 

私たちは、法規範を遵守するのみならず、社会の良識、常識といった社会規範を遵守し、お客様並

びにステークホルダー様のご要望・期待に応え社会から信頼される企業を目指します。また、会社の

成長が個人を豊かにすることを認識し、社員とともに夢とビジョンを共有し、希望と未来が描ける会

社を実現することで社員との信頼関係を深めます。 

・Free（自由） 

私たちは、法規範や社内ルールを遵守するとともに、公正で自由な競争を行い、社会規範にもとる

ことのない誠実かつ公正な企業活動を行います。また、社員一人ひとりの人権、人格及び個性を尊重

し、自由と優しさのあふれた風土づくりに努め、安全で働きやすい環境を整備することでゆとりと豊

かさの実現に努めます。 

 

（４）J－Adviserとの契約の解除に関する事項について 

 

J－Adviserとの契約について 

当社グループは、株式会社東京証券取引所が運営を行っております証券市場TOKYO PRO Marketに上場

しています。 

当社グループでは株式会社日本M&Aセンターを担当J－Adviserに指定することについての取締役会決議

に基づき、2020年９月29日に株式会社日本M&Aセンターとの間で、担当J－Adviser契約（以下「当該契約」

という）を締結しております。当該契約は、TOKYO PRO Marketにおける当社株式の新規上場及び上場維

持の前提となる契約であり、当該契約を解除し、かつ、他の担当J－Adviserを確保できない場合、当社

株式はTOKYO PRO Market から上場廃止となります。当該契約における契約解除に関する条項及び契約解

除に係る事前催告に関する事項は以下のとおりです。 

なお、本発行者情報の公表日現在において、当該契約の解除条項に該当する事象は生じておりません。 

 

＜J－Adviserとの契約の解除に関する条項＞ 

特定上場有価証券に関する有価証券上場規程の特例第102条の定めにより、TOKYO PRO Market上場

企業は、東京証券取引所より認定を受けたいずれかの担当J－Adviserと、株式上場の適格性審査及

び株式上場後の上場適格性を維持するための指導、助言、審査等の各種業務を委託する契約(以下、

「J－Adviser契約」とします。)を締結する義務があります。本発行者情報公表日時点において、当

社がJ－Adviser契約を締結しているのは株式会社日本Ｍ&Ａセンター（以下、「同社」とします。）

であり、同社とのJ－Adviser契約において当社は、下記の義務の履行が求められております。下記

の義務の履行を怠り、又は契約に違反した場合、相手方は、相当の期間(特段の事情のない限り1ヶ

月)を定めてその義務の履行又は違反の是正を書面で催告し、その催告期間内にその義務の履行又は

違反の是正がなされなかったときは、J－Adviser契約を解除することができる旨の定めがあります。

また、上記にかかわらず、当社及び同社は、両当事者による書面による合意又は相手方に対する1ヶ

月前以上の書面による通知を行うことにより、いつでもJ－Adviser契約を解約することができる旨
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の定めがあります。当社が同社より上記の解除にかかる催告期間中において、下記の義務の履行又

は違反の是正が果たせない場合、又は同社に代わる担当J－Adviserを確保できない場合は、当社普

通株式のTOKYO PRO Market上場廃止に繋がる可能性があります。 

 

＜J－Adviser契約上の義務＞ 

 特例に定める上場会社の義務を履行するとともに、同社がJ-Adviserの義務を履行するために必要

な協力を行うこと 

 取締役会関係資料、株主総会関係資料、経営管理に関する各種資料、その他同社が必要とする資

料等を遅滞なく提出すること 

 必要に応じて特例及び特例施行規則の内容及びその解釈について、同社から指導及び助言を受け、

当社はその指導及び助言に従って行動すること 

また、当社グループにおいて下記の事象が発生した場合には、同社からの催告なしでJ－Adviser

契約を解除することができるものと定められております。 

 

① 債務超過   

当社がその事業年度の末日に債務超過の状態である場合において、１年以内（審査対象事業

年度の末日の翌日から起算して１年を経過する日（当該１年を経過する日が当社の事業年度の

末日に当たらないときは、当該１年を経過する日の後最初に到来する事業年度の末日）までの

期間をいう。以下、本号において同じ。また「２年以内」も同様。）に債務超過の状態でなく

ならなかったとき。ただし、当社が法律の規定に基づく再生手続若しくは更生手続、産業競争

力強化法（以下、「産競法」という。）に規定する特定認証紛争解決手続に基づく事業再生

（当該手続が実施された場合における産業競争力強化法に規定する特例の適用を受ける特定調

停手続による場合も含む。）又は私的整理に関するガイドライン研究会による「私的整理に関

するガイドライン」に基づく整理を行うことにより、当該１年を経過した日から起算して１年

以内に債務超過の状態でなくなることを計画している場合（同社が適当と認める場合に限る。）

には、２年以内に債務超過の状態でなくならなかったとき。  

なお、同社が適当と認める場合に適合するかどうかの審査は、当社が審査対象事業年度に係

る決算（上場会社が連結財務諸表を作成すべき会社である場合には連結会計年度、連結財務諸

表を作成すべき会社でない場合には事業年度に係る決算とする。）の内容を開示するまでの間

において、再建計画（本号ただし書に定める１年以内に債務超過の状態でなくなるための経営

計画を含む。）を公表している場合を対象とし、当社が提出する当該再建計画並びに次の（ａ）

及び（ｂ）に定める書面に基づき行うものとする。 

（ａ）次のイからハまでに掲げる場合の区分に従い、当該イからハまでに定める書面 

イ 法律の規定に基づく再生手続又は更生手続を行う場合 当該再建計画が、再生計画

又は更生計画として裁判所の認可を得ているものであることを証する書面  

ロ 産競法に規定する特定認証紛争解決手続に基づく事業再生（当該手続が実施された

場合における産競法に規定する特例の適用を受ける特定調停手続による場合も含

む。）を行う場合 当該再建計画が、当該手続に従って成立したものであることを

証する書面 

ハ 私的整理に関するガイドライン研究会による「私的整理に関するガイドライン」に

基づく整理を行う場合 当該再建計画が、当該ガイドラインに従って成立したもの

であることについて債権者が記載した書面 

（ｂ）本号ただし書に規定する１年以内に債務超過の状態を解消するための経営計画の前提と

なった重要な事項等が、公認会計士等により検討されたものであることについて当該公認

会計士等が記載した書面 
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② 銀行取引の停止 

当社が発行した手形等が不渡りとなり銀行取引が停止された場合又は停止されることが確実

となった場合 

③ 破産手続、再生手続又は更生手続 

当社が法律の規定に基づく会社の破産手続、再生手続若しくは更生手続を必要とするに至っ

た場合（当社が、法律に規定する破産手続、再生手続又は更生手続の原因があることにより、

破産手続、再生手続又は更生手続を必要と判断した場合）又はこれに準ずる状態になった場合。

なお、これに準ずる状態になった場合とは、次のａからｃまでに掲げる場合その他当社が法律

の規定に基づく会社の破産手続、再生手続又は更生手続を必要とするに至った場合に準ずる状

態になったと同社が認めた場合をいうものとし、当該ａからｃまでに掲げる場合には当該ａか

らｃまでに定める日に本号前段に該当するものとして取扱う。  

ａ 当社が債務超過又は支払不能に陥り又は陥る恐れがあるときなどで再建を目的としない

法律に基づかない整理を行う場合 当社から当該整理を行うことについての書面による報

告を受けた日  

ｂ 当社が、債務超過又は支払不能に陥り又は陥る恐れがあることなどにより事業活動の継

続について困難である旨又は断念する旨を取締役会等において決議又は決定した場合で

あって、事業の全部若しくは大部分の譲渡又は解散について株主総会又は普通出資者総

会に付議することの取締役会の決議を行った場合 当社から当該事業の譲渡又は解散に関

する取締役会の決議についての書面による報告を受けた日（事業の大部分の譲渡の場合

には、当該事業の譲渡が事業の大部分の譲渡であると同社が認めた日）  

ｃ 当社が、財政状態の改善のために、債権者による債務の免除又は第三者による債務の引

受若しくは弁済に関する合意を当該債権者又は第三者と行った場合（当該債務の免除の

額又は債務の引受若しくは弁済の額が直前事業年度の末日における債務の総額の 100分の

10 に相当する額以上である場合に限る。） 当社から当該合意を行ったことについての書

面による報告を受けた日 

④ 前号に該当することとなった場合においても、当社が次のａからｃまでに該当する再建計画

の開示を行った場合には、原則として本契約の解除は行わないものとする。  

ａ 次の（ａ）又は（ｂ）に定める場合に従い、当該（ａ）又は（ｂ）に定める事項に該当

すること。  

（ａ）当社が法律の規定に基づく再生手続又は更生手続を必要とするに至った場合 当該再建

計画が、再生計画又は更生計画として裁判所の認可を得られる見込みがあるものである

こと  

（ｂ）当社が前号ｃに規定する合意を行った場合 当該再建計画が、前号ｃに規定する債権者

又は第三者の合意を得ているものであること  

ｂ 当該再建計画に次の（ａ）及び（ｂ）に掲げる事項が記載されていること。  

（ａ） TOKYO PRO Market に上場する有価証券の全部を消却するものでないこと 

（ｂ） 前ａの（ａ）に規定する見込みがある旨及びその理由又は同（ｂ）に規定する合意が

なされていること及びそれを証する内容  

ｃ 当該再建計画に上場廃止の原因となる事項が記載されているなど公益又は投資者保護の

観点から適当でないと認められるものでないこと 

⑤ 事業活動の停止 

当社が事業活動を停止した場合（当社及びその連結子会社の事業活動が停止されたと同社が

認めた場合）又はこれに準ずる状態になった場合。なお、これに準ずる状態になった場合とは、

次のａからｃまでに掲げる場合その他当社が事業活動を停止した場合に準ずる状態になった場
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合と同社が認めた場合をいうものとし、当該ａからｃまでに掲げる場合には当該ａからｃまで

に掲げる日に同号に該当するものとして取扱う。 

ａ 当社が、合併により解散する場合のうち、合併に際して当社の株主に対してその株券等

に代わる財産の全部又は一部として次の（ａ）又は（ｂ）に該当する株券等を交付する

場合は、原則として、合併がその効力を生ずる日の３日前（休業日を除外する。）の日  

（ａ）TOKYO PRO Market の上場株券等  

（ｂ）特例第 132 条の規定の適用を受け、速やかに TOKYO PRO Market に上場される見込みの

ある株券等  

ｂ 当社が、前ａに規定する合併以外の合併により解散する場合は、当社から当該合併に関

する株主総会（普通出資者総会を含む。）の決議についての書面による報告を受けた日

（当該合併について株主総会の決議による承認を要しない場合には、取締役会の決議

（委員会設置会社にあっては、執行役の決定を含む。）についての書面による報告を受

けた日）  

ｃ 当社が、ａ及び前ｂに規定する事由以外の事由により解散する場合（本条第 3 号ｂの規

定の適用を受ける場合を除く。）は、当社から当該解散の原因となる事由が発生した旨

の書面による報告を受けた日 

⑥ 不適当な合併等 

当社が非上場会社の吸収合併又はこれに類するもの（ⅰ 非上場会社を完全子会社とする株

式交換、ⅰの２ 非上場会社を子会社とする株式交付、ⅱ 会社分割による非上場会社からの

事業の承継、ⅲ 非上場会社からの事業の譲受け、ⅳ 会社分割による他の者への事業の承継、

ⅴ 他の者への事業の譲渡、ⅵ 非上場会社との業務上の提携、ⅶ 第三者割当による株式若

しくは優先出資の割当て、ⅷ その他非上場会社の吸収合併又はⅰからⅶまでと同等の効果を

もたらすと認められる行為）で定める行為（以下本号において「吸収合併等」という。）を行

った場合に、当社が実質的な存続会社でないと同社が認めた場合 

⑦ 支配株主との取引の健全性の毀損 

第三者割当により当社の支配株主（当社の親会社又は当社の議決権の過半数を直接若しくは

間接に保有する者）が異動した場合（当該割当により交付された募集株式等の転換又は行使に

より支配株主が異動する見込みがある場合を含む）において、支配株主との取引に関する健全

性が著しく毀損されていると同社が認めるとき 

⑧ 発行者情報等の提出遅延 

当社が提出の義務を有する特定証券情報、発行者情報又は有価証券報告書等につき、特例及

び法令に定める期間内に提出しなかった場合で、同社がその遅延理由が適切でないと判断した

場合 

⑨ 虚偽記載又は不適正意見等 

次のａ又はｂに該当する場合 

ａ 当社が開示書類等に虚偽記載を行い、かつ、その影響が重大であると同社が認める場合 

ｂ 当社の財務諸表等に添付される監査報告書等において、公認会計士等によって、監査報

告書については「不適正意見」又は「意見の表明をしない」旨（天災地変等、上場会社

の責めに帰すべからざる事由によるものである場合を除く。）が記載され、かつ、その

影響が重大であると同社が認める場合 

⑩ 法令違反及び上場契約違反等 

当社が重大な法令違反又は特例に関する重大な違反を行った場合 

⑪ 株式事務代行機関への委託 

当社が株式事務を特例で定める株式事務代行機関に委託しないこととなった場合又は委託し
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ないこととなることが確実となった場合 

⑫ 株式の譲渡制限 

当社がTOKYO PRO Marketに上場する株式の譲渡につき制限を行うこととした場合 

⑬ 完全子会社化 

当社が株式交換又は株式移転により他の会社の完全子会社となる場合 

⑭ 指定振替機関における取扱い 

当社が発行する株券が指定振替機関の振替業における取扱いの対象とならないこととなっ

た場合 

⑮ 株主の権利の不当な制限 

当社が次のａからｇまでのいずれかに掲げる行為を行っている場合において、株主の権利

内容及びその行使が不当に制限されていると同社が認めた場合その他株主の権利内容及びそ

の行使が不当に制限されていると同社が認めた場合をいう。 

ａ 買収者以外の株主であることを行使又は割当ての条件とする新株予約権を株主割当て等

の形で発行する買収防衛策（以下「ライツプラン」という。）のうち、行使価額が株式

の時価より著しく低い新株予約権を導入時点の株主等に対し割当てておくものの導入

（実質的に買収防衛策の発動の時点の株主に割当てるために、導入時点において暫定的

に特定の者に割当てておく場合を除く。） 

ｂ ライツプランのうち、株主総会で取締役の過半数の交代が決議された場合においても、

なお廃止又は不発動とすることができないものの導入 

ｃ 拒否権付種類株式のうち、取締役の過半数の選解任その他の重要な事項について種類株

主総会の決議を要する旨の定めがなされたものの発行に係る決議又は決定（持株会社で

ある当社の主要な事業を行っている子会社が拒否権付種類株式又は取締役選任権付種類

株式を当社以外の者を割当先として発行する場合において、当該種類株式の発行が当社

に対する買収の実現を困難にする方策であると同社が認めるときは、当社が重要な事項

について種類株主総会の決議を要する旨の定めがなされた拒否権付種類株式を発行する

ものとして取扱う。） 

ｄ TOKYO PRO Market に上場している株券について、株主総会において議決権を行使するこ

とができる事項のうち取締役の過半数の選解任その他の重要な事項について制限のある

種類の株式への変更に係る決議又は決定 

ｅ TOKYO PRO Market に上場している株券より議決権の多い株式（取締役の選解任その他の

重要な事項について株主総会において一個の議決権を行使することができる数の株式に

係る剰余金の配当請求権その他の経済的利益を受ける権利の価額等が TOKYO PRO Market

に上場している株券より低い株式をいう。）の発行に係る決議又は決定 

ｆ 議決権の比率が３００％を超える第三者割当に係る決議又は決定 

ｇ 株主総会における議決権を失う株主が生じることとなる株式併合その他同等の効果をも

たらす行為に係る決議又は決定 

⑯ 全部取得 

当社がTOKYO PRO Marketに上場している株券に係る株式の全部を取得する場合 

⑰ 反社会的勢力の関与 

当社が反社会的勢力の関与を受けている事実が判明した場合において、その実態がTOKYO PRO 

Marketの市場に対する株主及び投資者の信頼を著しく毀損したと同社が認めるとき 

⑱ その他 

前各号のほか、公益又は投資者保護のため、同社若しくは東証が上場廃止を適当と認めた場

合 
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このほか、株主総会の特別決議を経て、当社が東京証券取引所へ「上場廃止申請書」を提出

した場合にも上場廃止となります。なお、本発行者情報公表日時点において、J-Adviser契約の

解約に繋がる上記の事象は発生しておりません。 

 

５ 【重要な契約等】 

該当事項はありません。 

 

６ 【研究開発活動】 

該当事項はありません。 

 

７ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】 

文中の将来に関する事項は、本発行者情報公表日現在において当社グループが判断したものでありま

す。 

 

（１）重要な会計方針及び見積り 

当社グループの連結財務諸表は、我が国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき

作成されております。この連結財務諸表の作成にあたりまして、経営者による会計方針の選択・適用、

資産・負債及び収益・費用の報告金額及び開示に影響を与える見積りを必要としております。経営者は

これらの見積りについて過去の実績や現状等を総合的に勘案し合理的に判断しておりますが、実際の結

果は、見積り特有の不確実性があるため、これらの見積りと異なる場合があります。 

 

（２）財政状態の分析 

 

（資産の部） 

当連結会計年度末における流動資産は、1,843百万円（前連結会計年度末比350百万円増）となりまし

た。これは主に、商品204百万円減少したものの、現金及び預金527百万円増加したこと等によるもので

あります。固定資産は、311百万円（同33百万円減）となりました。これは主に、保険積立金15百万円増

加したものの、のれん35百万円減少したこと等によるものであります。その結果、総資産は2,154百万円

（同317百万円増）となりました。 

 

（負債の部） 

当連結会計年度末における流動負債は、833百万円（前連結会計年度末比261百万円増）となりました。

これは主に、前受金187百万円、買掛金43百万円及び1年以内返済予定の長期借入金40百万円増加したこ

と等によるものであります。固定負債は、153百万円（同83百万円減）となりました。これは主に、長期

借入金85百万円減少したこと等によるものであります。その結果、総負債は987百万円（同178百万円増）

となりました。 

 

（純資産の部） 

当連結会計年度末における純資産は、1,167百万円（前連結会計年度末比138百万円増）となりました。

これは主に、利益剰余金138百万円増加したこと等によるものであります。 

 

（３）経営成績の分析 

「１【業績等の概要】（１）業績」をご参照ください。 

   

 



 

24 
 

（４）キャッシュ・フローの状況の分析 

「１【業績等の概要】（２）キャッシュ・フローの状況」をご参照ください。 
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第４ 【設備の状況】 

１ 【設備投資等の概要】 

当連結会計年度において重要な設備の取得、売却及び除却はありません。 

 

２ 【主要な設備の状況】 

（１）発行者 

（注） １．現在休止中の主要な設備はありません。 

 ２．従業員数は就業人員数であり、臨時雇用者数は従業員数の100分の10未満であるため、記載を省略して

おります。 

 ３．本社建物は賃借しております。年間賃借料は14,806千円であります。 

 ４．当社はシステムインテグレーション事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略し

ております。 

 

（２）国内子会社 

（注） １．現在休止中の主要な設備はありません。 

２．従業員数は就業人員数であり、臨時雇用者数は従業員数の100分の10未満であるため、記載を省略して

おります。 

 ３．本社建物は賃借しております。年間賃借料は10,437千円であります。 

 ４．当社はシステムインテグレーション事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略し

ております。 

 

  

事業所名 

(所在地) 
設備の内容 

帳簿価額(千円) 

従業員数(名) 

建物 
車両 

運搬具 
工具、器具
及び備品 

ソフト 

ウエア 
合計 

本社 

（大阪市 

淀川区） 

事務所用 

設備等 
14,236 3,007 3,310 4,261 24,816 41 

会社名 
事業所名 

(所在地) 
設備の内容 

帳簿価額(千円) 
従業員数

(名) 
建物 

工具、器具
及び備品 

ソフト 

ウエア 
合計 

株式会社ミップ 

本社 

（大阪市 

 北区） 

事務所用 

設備等 
2,044 3,908 1,464 7,417 24 
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３ 【設備の新設、除却等の計画】 

（１）重要な設備の新設等 

  該当事項はありません。 

 

（２）重要な設備の除却等 

  該当事項はありません。 
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第５ 【発行者の状況】 

１ 【株式等の状況】 

（１）【株式の総数等】 

 

記名・無記名

の別、額面・

無額面の別及

び種類 

発行可能 

株式総数 

(株) 

未発行 

株式数 

(株) 

連結会計年度末 

現在発行数 

(株) 

(2025年11月30日) 

公表日現在 

発行数 

(株) 

(2026年２月27日) 

上場金融商品取引

所名又は登録認可

金融商品取引業協

会名 

内容 

普通株式 800,000 600,000 200,000 200,000 

東京証券取引所 

(TOKYO PRO 

Market) 

権利内容に何ら限

定のない当社にお

ける標準となる株

式であり、単元株

式数は100株であ

ります。 

計 800,000 600,000 200,000 200,000 － － 

 

（２）【新株予約権等の状況】 

該当事項はありません。 

 

（３）【MSCB等の行使状況等】 

該当事項はありません。 

 

（４）【ライツプランの内容】 

該当事項はありません。 

 

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】 

 

年月日 

発行済株式 

総数増減数 

(株) 

発行済株式 

総数残高 

(株) 

資本金 

増減額 

(千円) 

資本金 

残高 

(千円) 

資本準備金 

増減額 

(千円) 

資本準備金 

残高 

(千円) 

2022年５月１日（注） 199,000 200,000 － 80,000 － － 

(注) 2022年４月13日開催の取締役会決議により、2022年５月１日付で普通株式１株を200株に分割しておりま

す。これにより発行済株式総数は199,000株増加し、200,000株となっております。 
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（６）【所有者別状況】 

2025年11月30日現在 

区分 

株式の状況(１単元の株式数 100 株) 

単元未満 
株式の状況 

(株) 
政府及び 
地方公共 
団体 

金融機関 
金融商品
取引業者 

その他の 
法人 

外国法人等 
個人 
その他 

計 

個人以外 個人 

株主数 
(人) 

－ － － 1 － － 1 2 － 

所有株式数 
(単元) 

－ － － 1 － － 1,999 2,000 － 

所有株式数 
の割合(％) 

－ －  － 0.05 － － 99.95 100.00 － 

 

（７）【大株主の状況】 

2025年11月30日現在 

 

（８）【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

2025年11月30日現在 

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容 

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式(自己株式等) － － － 

議決権制限株式(その他) － － － 

完全議決権株式(自己株式等) － － － 

完全議決権株式(その他) 普通株式 200,000 2,000 

権利内容に何ら限定のない当社にお

ける標準となる株式であり、単元株

式数は100株であります。 

単元未満株式 － － － 

発行済株式総数 200,000 － － 

総株主の議決権 － 2,000 － 

 

② 【自己株式等】 

該当事項はありません。 

氏名又は名称 住所 
所有株式数 

(株) 

株式総数に対 

する所有株式数 

の割合(％) 

武内 寿明 兵庫県姫路市 199,900 99.95 

株式会社マコト電気 大阪市北区梅田３丁目４－５ 100 0.05 

計 － 200,000 100.00 
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（９）【ストックオプション制度の内容】 

該当事項はありません。 

 

（10）【従業員株式所有制度の内容】 

該当事項はありません。 

  

２ 【自己株式の取得等の状況】 

該当事項はありません。 

 

３ 【配当政策】 

当社は、内部留保の充実、財務体質の強化を図りながら、積極的な事業展開や事務効率化及びお客様

へのサービス向上により企業価値を向上させ、株主の皆様への適切な利益還元により株主価値を拡大さ

せていくことを最重要課題と考えており、継続的かつ安定的に利益還元を実施していくことを基本方針

としております。なお、内部留保資金につきましては、事業拡大を目的とした中長期的な事業原資とし

て利用していく予定であります。 

当社は、中間配当と期末配当の年２回の剰余金の配当を行うことができる旨を定款に定めております。

この剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会でありま

す。 

当事業年度の剰余金の配当につきましては、上記方針に基づき、1 株当たり15円としております。  

（注）基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は以下のとおりであります。 

決議年月日 
配当金の総額 

（千円） 

１株当たり配当額 

（円） 

2026年２月22日 

定時株主総会 
3,000 15 

 

４ 【株価の推移】 

（１）【最近３年間の事業年度別最高・最低株価】 

回次 第18期 第19期 第20期 

決算年月 2023年11月 2024年11月 2025年11月 

最高（円） － － － 

最低（円） － － － 

（注）１．最高・最低株価は、東京証券取引所TOKYO PRO Marketにおける取引価格であります。 

２．第18期、第19期及び第20期については売買実績がありません。 

 

（２）【最近６月間の月別最高・最低株価】 

月別 2025年６月 2025年７月 2025年８月 2025年９月 2025年10月 2025年11月 

最高（円） － － － － － － 

最低（円） － － － － － － 

（注）１．最高・最低株価は、東京証券取引所TOKYO PRO Marketにおける取引価格であります。 

２．2025年６月から2025年11月については売買実績がありません。 
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５ 【役員の状況】 

男性６名、女性－名（役員のうち女性の比率 －％） 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 報酬 

所有 

株式数 

（株） 

代表 

取締役 
社長 武内 寿明 1970年８月25日生 

1989年４月 

2001年11月 

2006年４月 

2008年７月 

2014年７月 

リコーテクノシステムズ㈱入社 

㈱ケーブルテレビ神戸入社 

㈱ダンテック入社 

㈱ダンテック取締役就任 

当社代表取締役就任（現任） 

（注）

１ 

（注）

３ 
199,900 

常務 

取締役 

事業戦略

部長 
遠藤 正人 1972年12月13日生 

1992年１月 

2006年10月 

2008年７月 

2014年11月 

2015年６月 

 

 

2023年２月 

 

2024年４月 

英工電機株入社 

㈱ダンテック入社 

㈱ダンテック取締役就任 

㈱ダンテック代表取締役就任 

当社取締役ソリューション営業部長

（現ソリューションセールス事業部

長）就任 

当社常務取締役ソリューションセール

ス事業部長 

当社常務取締役事業戦略部長（現任） 

（注）

１ 

（注）

３ 
－ 

取締役 
経営管理

部長 
山本 高広 1975年２月11日生 

1998年４月 

2005年４月 

2013年４月 

2014年12月 

㈱イヨテック入社 

瀬尾由紀子税理士事務所入所 

㈱ダンテック入社 

当社入社 

経営管理部長就任 

（注）

１ 

（注）

３ 
－ 

2021年１月 

2024年４月 

取締役経営管理部長就任（現任） 

㈱ミップ監査役 

取締役 

ソリュー

ションセ

ールス事

業部長 

岡林 義男 1961年8月25日生 

1984年４月 

 

2006年10月 

2009年４月 

2015年４月 

2019年４月 

2024年３月 

兵庫リコー販売㈱入社（現：リコージ

ャパン㈱） 

同社 明石支店 支店長 

同社 神戸MA営業部 部長 

同社 高知支社 支社長 

同社 京都支社 支社長 

当社取締役ソリューションセールス事

業部長就任（現任） 

（注）

１ 

（注）

３ 
－ 

取締役 － 榎田 洋一 1968年２月19日生 

1990年４月 

 

 

2016年４月 

 

 

2018年６月 

2020年１月 

 

2023年２月 

2023年４月 

2024年４月 

鹿児島ゼロックス㈱入社（現：富士フ

イルムビジネスイノベーションジャパ

ン㈱） 

富士ゼロックス山口㈱（現：富士フイ

ルムビジネスイノベーションジャパン

㈱）営業統括部長就任 

㈱アイテム取締役就任 

㈱コンサル４１代表取締役就任（現

任） 

当社取締役（非常勤）就任（現任） 

㈱ARK取締役就任（現任） 

㈱ミップ取締役（現任） 

（注）

１ 

（注）

３ 
－ 

監査役 － 中村 健三 1982年８月１日生 

2009年12月 

2015年５月 

 

2019年11月 

 

2020年６月 

 

2021年１月 

2021年11月 

2026年２月 

弁護士法人中央総合法律事務所入所 

弁護士法人堺筋総合法律事務所共同代

表社員弁護士就任 

中村総合法律事務所設立、代表弁護士

就任（現任） 

㈱ユキ・マネジメント・アンド・リサ

ーチ社外取締役就任（現任） 

当社監査役就任（現任） 

㈱マコト電気社外取締役（現任） 

㈱ミップ監査役（現任） 

（注）

２ 

（注）

３ 
－ 

計 199,900 

(注) １．2026年２月開催の定時株主総会のときから2027年11月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。 

  ２．2026年２月開催の定時株主総会のときから2029年11月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。 

 ３．2025年11月期における役員報酬の総額は、63,186千円を支給しております。なお、2026年２月22日開催の第20期定時

株主総会終結の時をもって退任した取締役１名の支給額を含んでおります。 

 ４．監査役中村健三氏は、社外監査役であります。 
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６【コーポレート・ガバナンスの状況等】 

(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】 

① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 

当社は、企業価値の最大化を図るために、経営の透明性と健全性を維持しつつ、迅速な意思決定

と機動的な組織運営を実現することをコーポレート・ガバナンスの基本的な方針と考えております。

これらを実現するためには、下部組織へ権限委譲を進めていくことにより、組織運営を明確化する

組織体制作りと、経営の効率性を一層向上させることにより、企業としての社会的責任を果たした

いと考えております。 

    

② 企業統治の体制の概要 

a）取締役会 

当社の取締役会は５名の取締役で構成されております。監査役出席のもと、法令又は定款に定

めるもののほか、経営上の意思決定、業務執行状況の監督、その他法令で定められた事項及び重

要事項の決定を行っております。当社では定時取締役会を月１回開催し、月次業務報告、その他

の業務上の報告を行い、情報の共有化を図るとともに、必要に応じて適宜臨時取締役会を開催し

ており、迅速かつ適切な意思決定に努めております。 

b）監査役 

当社の監査役は１名であります。監査役規程に基づき、法令・定款に従い監査役の監査方針を

定めております。監査役は取締役会に出席し、取締役の職務の執行状況を監査し、適宜必要な意

見を述べております。また内部監査担当者とも緊密な連携を保つために定期的な情報・意見交換

を行い監査の有効性及び効率性を高めております。 

c）内部監査 

内部監査は翌期の内部監査計画を事業年度末までに作成し、その計画に基づき、業務が会社の

定める社内規程又はマニュアルに従って行われているか、効率的な業務運営が行われているか及

び法令等が遵守されているか等について、全ての部門及び支店を対象に監査を行い、監査内容、

監査結果及び問題点の改善状況が都度代表取締役及び取締役会に報告されております。監査を実

施するにあたっては監査役と情報交換を随時行い、連携しながら効果的・効率的な監査を実施し

ております。 

d）会計監査 

当社は、ひかり監査法人と監査契約を締結し、独立した立場から「特定上場有価証券に関する

有価証券上場規程の特例」第128条第３項の規定に基づき監査を受けております。なお、2025年11

月期において監査を執行した公認会計士は岩永憲秀氏、伊藤玲司氏の２名であり、いずれも継続

監査年数は７年以内であります。また、当該監査業務にかかる補助者は公認会計士５名その他１

名であります。 

監査役及び内部監査担当者は、監査法人より会計監査に関する報告を受けるほか、必要に応じ

て随時、監査に関する情報交換を行うこととしております。 
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当社の本発行者情報提出日現在における企業統治の体制の模式図は、次のとおりであります。 

 

③ 内部統制システムの整備の状況 

当社は、職務権限規程の遵守により、業務を合理的に分担することで、特定の組織並びに特定の

担当者に業務や権限が集中することを回避し、内部牽制機能が適切に働くよう努めております。 

 

④ リスク管理体制の整備の状況 

当社は、リスク管理体制を構築するとともに、コンプライアンスの遵守を実現させるために、会

社組織や各業務に係る規程やマニュアルなどを整備し、その適切な運用を行っています。また、当

社は企業経営及び日常の業務に関して、必要に応じて弁護士等の複数の専門家から経営判断上の参

考とするためのアドバイスを受ける体制をとっております。 

 

⑤ 社外監査役の状況  

当社は、社外取締役を選任しておりませんが、社外監査役として中村健三氏を選任しております。

社外監査役は、経営に対する監視、監督機能を担っております。社外監査役と当社の間には特別な

利害関係を有しておらず、一般株主との利益相反の恐れはありません。なお、当社は、社外監査役

の独立性に関する基準または方針について特段の定めはありませんが、選任に際しては、客観的、

中立の経営監視機能が十分に発揮されるよう、取引関係等を考慮した上で、選任を行っております。 

 

⑥ 取締役及び監査役の定数 

当社の取締役は７名以内、監査役は２名以内とする旨を定款で定めております。 

 

⑦ 取締役の選任決議要件 

当社は、取締役の選任決議について、株主総会において、議決権を行使することができる株主の

議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票に

よらないものとする旨を定款で定めております。 
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⑧ 中間配当 

当社は、会社法第454条第５項の規定により、取締役会の決議によって毎年５月末日を基準日とし

て、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元

を可能にするためであります。 

 

⑨ 自己の株式の取得 

当社は、会社法第165条第２項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得するこ

とができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂

行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。 

 

⑩ 取締役及び監査役の責任免除 

当社は、会社法第426条第１項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第１項の行為

に関する取締役（取締役であった者を含む。）及び監査役（監査役であった者を含む。）の責任を

法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役及び監査役

が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備

することを目的とするものであります。 

 

⑪ 役員報酬の内容 

役員の報酬については、2021年１月12日開催の第15回定時株主総会において、取締役の報酬限度

額を年額80,000千円、監査役の報酬限度額を年額5,000千円とすると決議されております。 

役員区分 
報酬等の総額

（千円） 

報酬等の種類別の総額 

（千円） 
対象となる

役員の員数

（人） 基本報酬 賞与 
ストック 

オプション 

取締役（社外取締役を除く） 60,786 51,336 9,450 － 6 

監査役（社外監査役を除く） － － － － － 

社外役員 2,400 2,400 － － 1 

 (注) 上記には、2026年２月22日開催の第20期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役１名を含んで

おります。 

 

⑫ 株主総会の特別決議要件 

当社は、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要

件について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、

出席した当該株主の議決権の３分の２以上に当たる多数をもって行う旨を定款に定めております。 

 

(2) 【監査報酬の内容等】 

① 【監査法人に対する報酬の内容】  

区 分 
最近連結会計年度 

監査証明業務に基づく報酬(千円) 非監査業務に基づく報酬(千円) 

発行者 9,500 － 

連結子会社 － － 

計 9,500 － 
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②【その他重要な報酬の内容】 

該当事項はありません。 

 

③【監査法人の発行者に対する非監査業務の内容】 

該当事項はありません。 

 

④【監査報酬の決定方針】 

当社の監査法人に対する監査報酬の決定方針としましては、当社の事業規模、業務の特性等を勘

案し、適切な監査に必要となる監査体制及び監査時間を監査法人と協議した上で、監査役による同

意を得て公正妥当な監査報酬を決定することとしております。 
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第６ 【経理の状況】 

１．連結財務諸表の作成方法について 

（１）当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(1976年大蔵

省令第28号)に基づいて作成しております。 

（２）当社の連結財務諸表は、株式会社東京証券取引所の「特定上場有価証券に関する有価証券上場

規程の特例の施行規則」第116条第３項で認められた会計基準のうち、我が国において一般に公正

妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成しております。 

 

２．監査証明について 

当社は、株式会社東京証券取引所の「特定上場有価証券に関する有価証券上場規程の特例」第128条第

３項の規定に基づき、当連結会計年度(2024年12月１日から2025年11月30日まで)の連結財務諸表につい

て、ひかり監査法人の監査を受けております。 
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【連結財務諸表等】 

（１）【連結財務諸表】 

① 【連結貸借対照表】 

  （単位：千円） 

 
前連結会計年度 

（2024年11月30日） 

当連結会計年度 

（2025年11月30日） 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 436,715 964,178 

売掛金 ※１  205,425  ※１  206,061 

契約資産 ※１   92,227 ※１  105,243 

完成工事未収入金 ※１  199,363 ※１  107,190 

有価証券 - 30,000 

商品 310,784 106,763 

原材料 1,392 1,784 

未成工事支出金 28,543 9,593 

前渡金 212,804 307,898 

その他 5,101 4,474 

流動資産合計 1,492,359 1,843,188 

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 17,526 16,281 

車両運搬具（純額） 3,131 3,007 

工具、器具及び備品（純額） 10,551 7,218 

建設仮勘定 4,235 - 

有形固定資産合計 ※２   35,444 ※２   26,507 

無形固定資産   

のれん 192,642 157,616 

その他 2,398 4,150 

無形固定資産合計 195,041 161,767 

投資その他の資産   

保険積立金 75,523 90,899 

繰延税金資産 7,121 3,595 

その他 31,964 28,530 

投資その他の資産合計 114,609 123,024 

固定資産合計 345,094 311,299 

資産合計 1,837,453 2,154,487 
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  （単位：千円） 

 
前連結会計年度 

（2024年11月30日） 

当連結会計年度 

（2025年11月30日） 

負債の部   

流動負債   

買掛金 79,612 123,428 

工事未払金 16,571 8,045 

１年内返済予定の長期借入金 45,996 85,996 

未払法人税等 59,733 35,235 

前受金 267,576 455,124 

賞与引当金 9,312 - 

その他 93,275 125,913 

流動負債合計 572,077 833,742 

固定負債   

長期借入金 229,340 143,344 

繰延税金負債 - 2,914 

資産除去債務 7,403 7,441 

固定負債合計 236,743 153,699 

負債合計 808,821 987,442 

   

純資産の部   

株主資本   

資本金 80,000 80,000 

利益剰余金 948,632 1,087,045 

株主資本合計 1,028,632 1,167,045 

純資産合計 1,028,632 1,167,045 

負債純資産合計 1,837,453 2,154,487 
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② 【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】 

【連結損益計算書】 

 

  

  （単位：千円） 

 

前連結会計年度 

（自 2023年12月１日 

 至 2024年11月30日） 

当連結会計年度 

（自 2024年12月１日 

至 2025年11月30日） 

売上高 ※１ 2,347,290 ※１ 2,771,334 

売上原価 1,809,697 2,139,791 

売上総利益 537,593 631,542 

販売費及び一般管理費 ※２  341,086 ※２  401,777 

営業利益 196,506 229,765 

営業外収益   

受取利息 93 1,408 

受取配当金 1 1 

補助金収入 6,220 - 

社宅家賃収入 1,748 2,042 

保険解約益 3,696 - 

その他 501 91 

営業外収益合計 12,260 3,544 

営業外費用   

支払利息 1,356 2,887 

その他 113 226 

営業外費用合計 1,469 3,113 

経常利益 207,297 230,196 

特別利益   

固定資産売却益 - 454 

特別利益合計 - 454 

税金等調整前当期純利益 207,297 230,651 

法人税、住民税及び事業税 85,352 82,797 

法人税等調整額 △10,405 6,440 

法人税等合計 74,947 89,238 

当期純利益 132,350 141,412 

親会社株主に帰属する当期純利益 132,350 141,412 
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【連結包括利益計算書】 

  （単位：千円） 

 

前連結会計年度 

（自 2023年12月１日 

至 2024年11月30日） 

当連結会計年度 

（自 2024年12月１日 

至 2025年11月30日） 

当期純利益 132,350 141,412 

包括利益 132,350 141,412 

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 132,350 141,412 
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③ 【連結株主資本等変動計算書】 

                                             

前連結会計年度（自 2023年12月１日 至 2024年11月30日） 

                                 （単位：千円） 

 
株主資本 

純資産合計 
資本金 利益剰余金 株主資本合計 

当期首残高 80,000 819,281 899,281 899,281 

当期変動額     

 剰余金の配当  △3,000 △3,000 △3,000 

親会社株主に帰属す

る当期純利益 
 132,350 132,350 132,350 

当期変動額合計 - 129,350 129,350 129,350 

当期末残高 80,000 948,632 1,028,632 1,028,632 

 

当連結会計年度（自 2024年12月１日 至 2025年11月30日） 

                                 （単位：千円） 

 
株主資本 

純資産合計 
資本金 利益剰余金 株主資本合計 

当期首残高 80,000 948,632 1,028,632 1,028,632 

当期変動額     

 剰余金の配当  △3,000 △3,000 △3,000 

親会社株主に帰属す

る当期純利益 
 141,412 141,412 141,412 

当期変動額合計 - 138,412 138,412 138,412 

当期末残高 80,000 1,087,045 1,167,045 1,167,045 

 

  



 

41 
 

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】 

  （単位：千円） 

 

前連結会計年度 

（自 2023年12月１日 

 至 2024年11月30日） 

当連結会計年度 

（自 2024年12月１日 

至 2025年11月30

日） 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益 207,297 230,651 

減価償却費 6,324 10,757 

のれん償却額 17,512 35,025 

賞与引当金の増減額（△は減少） - △9,312 

受取利息及び受取配当金 △93 △1,409 

支払利息 1,356 2,887 

補助金収入 △6,220 - 

保険解約損益（△は益） △3,696 - 

固定資産売却益 - △454 

売上債権の増減額（△は増加） △227,118 91,537 

契約資産の増減額（△は増加） 19,012 △13,015 

棚卸資産の増減額（△は増加） △110,638 222,578 

仕入債務の増減額（△は減少） 29,164 35,290 

未払金の増減額（△は減少） △30,972 △1,468 

未払費用の増減額（△は減少） 5,178 8,100 

前渡金の増減額（△は増加） △95,568 △95,093 

前受金の増減額（△は減少） 140,861 187,547 

その他 25,166 35,818 

小計 △22,432 739,439 

利息及び配当金の受取額 93 1,409 

利息の支払額 △1,356 △2,887 

補助金の受取額 6,220 - 

法人税等の支払額 △19,533 △107,860 

営業活動によるキャッシュ・フロー △37,009 630,101 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の取得による支出 - △30,000 

有形固定資産の取得による支出 △19,972 △5,048 

有形固定資産の売却による収入 - 454 

無形固定資産の取得による支出 △1,489 △2,760 

保険積立金の積立による支出 △17,967 △15,375 

保険積立金の解約による収入 47,975 - 

敷金の差入による支出 - △900 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 ※２  △159,215 - 

その他 △17 △13 

投資活動によるキャッシュ・フロー △150,686 △53,643 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入れによる収入 200,000 - 

長期借入金の返済による支出 △29,664 △45,996 

配当金の支払額 △3,000 △3,000 

財務活動によるキャッシュ・フロー 167,336 △48,996 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △20,360 527,462 

現金及び現金同等物の期首残高 455,275 434,915 

現金及び現金同等物の期末残高 ※１   434,915 ※１   962,378 
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【注記事項】 

（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項） 

１．連結の範囲に関する事項 

すべての子会社を連結しております。 

連結子会社の数 １社 

連結子会社の名称 株式会社ミップ 

 

２．持分法の適用に関する事項 

該当事項はありません。 

 

３．連結子会社の事業年度等に関する事項 

連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。  

 

４．会計方針に関する事項 

（１）重要な資産の評価基準及び評価方法 

① 有価証券 

満期保有目的の債券 

    原価法 

② 棚卸資産 

未成工事支出金 

個別法による原価法 

商品 

主として個別法による原価法（収益性の低下に基づく簿価切下げの方法） 

原材料 

最終仕入原価法（収益性の低下に基づく簿価切下げの方法） 

 

（２）重要な減価償却資産の減価償却の方法 

① 有形固定資産（リース資産を除く） 

定率法（ただし、2016年４月１日以降に取得した建物附属設備については定額法）を採用し

ております。 

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。 

建物 15年 

車両運搬具 ４～６年 

工具、器具及び備品 ３～15年 

   ② 無形固定資産（リース資産を除く） 

     定額法を採用しております。 

なお、主な償却年数は次のとおりであります。 

ソフトウェア（自社利用分） ５年（社内における利用可能期間） 

③ 長期前払費用 

均等償却によっております。 

 

（３）重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

売上債権等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
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等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。 

② 賞与引当金 

従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき当連結会計年度に対応する金

額を計上しております。 

③ 工事損失引当金 

受注契約に係る将来の損失に備えるため、損失の発生が見込まれ、かつ、その金額を合理的

に見積ることができる工事について、損失見込額を計上しております。 

 

（４）重要な収益及び費用の計上基準 

顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務

を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。 

インフライノベーションサービス及びシステム開発サービスにおけるシステム構築等の作業を伴

う案件については、履行義務を充足するにつれて一定の期間にわたり収益を認識しております。履

行義務の充足に係る進捗度を見積る方法は、原価比例法を採用しております。なお、契約金額に重

要性がなく、ごく短期な契約については代替的な取扱いを適用し、完全に履行義務を充足した時点

で収益を認識しております。 

アウトソーシングサービスにおける契約については、契約期間にわたってシステム保守等のサー

ビスを提供しており、履行義務を充足するにつれて一定の期間にわたり収益を認識しております。 

物品等の販売については、顧客への引渡後、顧客が検収した時点で履行義務が充足されると判断

していることから、一時点で充足される履行義務として、顧客が検収した時点で収益を認識してお

ります。 

 

（５）のれんの償却方法及び償却期間 

６年間の均等償却によっております。 

 

（６）連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少

なリスクしか負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。 

 

（重要な会計上の見積り） 

（のれんの評価） 

（１）当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額 

（単位：千円） 

 前連結会計年度 当連結会計年度 

のれん 192,642 157,616 

 

（２）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報 

のれんを評価するにあたり、のれんの減損の兆候の有無を判定し、減損の兆候があると認めら

れた場合、割引前将来キャッシュ・フローに基づいて減損損失の認識の要否を判定しております。 

減損の兆候には、継続的な営業赤字、使用範囲又は方法についての変更及び経営環境の著しい

悪化等が含まれ、当期にのれんを含む株式会社ミップの資産グループについて減損の兆候を識別

しております。そのため、当連結会計年度において、のれんを含む株式会社ミップの資産グルー

プから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額と帳簿価額を比較した結果、当該割引前将

来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を上回るため、減損損失の認識は不要と判断しておりま
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す。 

この割引前将来キャッシュ・フローの金額は、株式会社ミップの事業計画を基に作成されてお

り、当該計画は適切な権限を有する経営者の承認を得たものに基づいております。当該計画にお

ける売上高の成長率や市場環境の変化等の仮定は、経営者の最善の見積りと判断により決定して

おります。 

当該見積りは将来の予測不能な経営環境の変化等により影響を受け、翌連結会計年度以降の連

結財務諸表に影響を与える可能性があります。 

 

（未適用の会計基準等） 

・「リースに関する会計基準」（企業会計基準第34号 2024年９月13日） 

・「リースに関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第33号 2024年９月13日） 

 ほか、関連する企業会計基準、企業会計基準適用指針、実務対応報告及び移管指針の改正 

 

(１) 概要 

国際的な会計基準と同様に、借手のすべてのリースについて資産・負債を計上する等の取扱いを

定めるものです。企業会計基準委員会のリースに関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針

として、国際財務報告基準（IFRS）第16号「リース」等と同様に、リースがファイナンス・リース

であるかオペレーティング・リースであるかにかかわらず、原資産に対する使用権が借手に移転す

るととらえることにより、借手において使用権資産とリース負債を計上する使用権モデルが採用さ

れました。ただし、IFRS第16号の定めを全て取り入れるのではなく、主要な定めの内容のみ取り入

れることにより簡素で利便性が高くなり、また、国際的な比較可能性を大きく損なわせない範囲で

代替的な取扱いを定めることとされております。 

 

(２) 適用予定日 

2028年11月期の期首より適用予定です。 

 

(３) 当該会計基準等の適用による影響 

「リースに関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で

評価中であります。 

 

（連結貸借対照表関係) 

※１ 売掛金、契約資産及び完成工事未収入金のうち、顧客との契約から生じた債権及び契約資産

の金額は、連結財務諸表「注記事項（収益認識関係）３．顧客との契約に基づく履行義務の充

足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度末において存在す

る顧客との契約から当連結会計年度の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関

する情報」に記載しております。 

 

※２ 有形固定資産の減価償却累計額 

 
前連結会計年度 

(2024年11月30日) 

当連結会計年度 

(2025年11月30日) 

有形固定資産の減価償却累計額 50,035千円 38,356千円 
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３ 当座貸越契約 

当社は運転資金等の効率的な調達を行うため、取引銀行２行と当座貸越契約を締結しており

ます。当座貸越契約に係る借入未実行残高等は、次のとおりであります。 

 
前連結会計年度 

(2024年11月30日) 

当連結会計年度 

(2025年11月30日) 

当座貸越極度額の総額 350,000千円 350,000千円 

借入実行残高 － － 

差引額 350,000 350,000 

 

（連結損益計算書関係） 

※１  顧客との契約から生じる収益 

売上高については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益を区分して記載してお

りません。顧客との契約から生じる収益の金額は、連結財務諸表「注記事項（収益認識関係）

１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報」に記載しております。 

 

※２ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。 

    

前連結会計年度 

(自 2023年12月１日 

至 2024年11月30日) 

当連結会計年度 

(自 2024年12月１日 

至 2025年11月30日) 

支払手数料 58,935千円 29,062千円 

役員報酬 75,376千円 93,246千円 

給料手当 54,957千円 74,274千円 

退職給付費用 1,795千円 2,748千円 

    

（連結株主資本等変動計算書関係） 

前連結会計年度（自 2023年12月１日 至 2024年11月30日） 

１．発行済株式に関する事項 

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式（株） 200,000 － － 200,000 

 

２．自己株式に関する事項 

該当事項はありません。 

 

３．新株予約権等に関する事項 

該当事項はありません。 

 

  



 

46 
 

４．配当に関する事項 

（１）配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の総額 

（千円） 

１株当たり 

配当額 

（円） 

基準日 効力発生日 

2024年２月22日 

定時株主総会 
普通株式 3,000 15 2023年11月30日 2024年２月26日 

 

（２）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

決議 株式の種類 
配当金の総額 

（千円） 
配当の原資 

１株当たり 

配当額 

（円） 

基準日 効力発生日 

2025年２月22日

定時株主総会 
普通株式 3,000 利益剰余金 15 2024年11月30日 2025年２月25日 

 

当連結会計年度（自 2024年12月１日 至 2025年11月30日） 

１．発行済株式に関する事項 

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式（株） 200,000 － － 200,000 

 

２．自己株式に関する事項 

該当事項はありません。 

 

３．新株予約権等に関する事項 

該当事項はありません。 

 

４．配当に関する事項 

（１）配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の総額 

（千円） 

１株当たり 

配当額 

（円） 

基準日 効力発生日 

2025年２月22日 

定時株主総会 
普通株式 3,000 15 2024年11月30日 2025年２月25日 

 

（２）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

決議 株式の種類 
配当金の総額 

（千円） 
配当の原資 

１株当たり 

配当額 

（円） 

基準日 効力発生日 

2026年２月22日

定時株主総会 
普通株式 3,000 利益剰余金 15 2025年11月30日 2026年２月24日 
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、

次のとおりであります。 

 

 

前連結会計年度 

(自 2023年12月１日 

 至 2024年11月30日) 

当連結会計年度 

(自 2024年12月１日 

 至 2025年11月30日) 

現金及び預金 436,715千円 964,178千円 

預入期間が３ヶ月を超える定期預金等 △1,800千円 △1,800千円 

現金及び現金同等物 434,915千円  962,378千円 

 

※２ 当連結会計年度に株式の取得により新たな連結子会社となった会社の資産及び負債の主な内     

訳 

  前連結会計年度（自 2023年12月１日 至 2024年11月30日） 

株式の取得により新たに株式会社ミップを連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内

訳並びに同社株式の取得価額と同社取得のための支出(純額)との関係は、次のとおりであります。  

 

流動資産 158,549千円 

固定資産 81,855千円 

のれん 210,155千円 

流動負債 55,047千円 

固定負債 105,513千円 

同社株式の取得価額 290,000千円 

同社の現金及び現金同等物 130,784千円 

差引：同社取得のための支出 159,215千円 

 

  当連結会計年度（自 2024年12月１日 至 2025年11月30日） 

    該当事項はありません。 

 

（金融商品関係） 

１．金融商品の状況に関する事項 

（１）金融商品に関する取組方針 

当社グループは、必要資金については通常の営業活動で獲得した資金から充当することを基本

方針としており、借入については資金需要が発生する都度、検討することとしております。また

資金運用については、短期的な預金等及び安全性の高い金融資産に限定しております。なお、デ

リバティブを含む投機的な取引は行わない方針であります。 

 

（２）金融商品の内容及びそのリスク 

営業債権である売掛金及び完成工事未収入金は、顧客の信用リスクに晒されております。 

有価証券は、満期保有目的の債券であり、発行体の信用リスク及び金利の変動リスクに晒され
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ております。 

営業債務である買掛金、工事未払金及び未払金は、そのほとんどが２ヶ月以内の支払期日であ

ります。営業債務は、支払期日にその支払いを実行できなくなる流動性リスクに晒されておりま

す。 

借入金は、主に運転資金及び企業の買収資金に係る資金調達であり、変動金利の借入金につい

ては金利の変動リスクに晒されております。 

 

（３）金融商品に係るリスク管理体制 

① 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理 

当社グループは、案件及び取引先ごとの期日管理及び残高管理を定期的に行い、取引先相手

ごとに財務状況の悪化による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。 

有価証券については、発行体の財務状況等を把握することで、リスクの低減を図っておりま

す。 

② 資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理 

当社グループは、適時に資金繰り計画を作成及び更新し、手許流動性を維持する等の方法に

より流動性リスクを管理しています。 

 

（４）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 

金融商品の時価においては、変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用するこ

とにより、当該価額が変動することがあります。 

 

２．金融商品の時価等に関する事項 

連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。 

 

前連結会計年度（2024年11月30日） 

 連結貸借対照表計上額 

（千円） 

時価 

（千円） 

差額 

（千円） 

長期借入金（※３） 275,336 273,700 △1,635 

負債計 275,336 273,700 △1,635 

（※１）「現金及び預金」については、現金であること、及び預金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似す

るものであることから、記載を省略しております。 

（※２）「売掛金」、「完成工事未収入金」、「買掛金」、「工事未払金」及び「未払金」（連結貸借対照表の流動負

債の「その他」に含めて開示）については、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであるこ

とから、記載を省略しております。 

（※３）連結貸借対照表上、流動負債に計上されている１年内返済予定の長期借入金を含めております。 

 

当連結会計年度（2025年11月30日） 

 連結貸借対照表計上額 

（千円） 

時価 

（千円） 

差額 

（千円） 

有価証券 

 満期保有目的の債券 

 

30,000 

 

29,704 

 

△296 

資産計 30,000  29,704 △296 

長期借入金（※３） 229,340 227,137 △2,202 

負債計 229,340 227,137 △2,202 
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（※１）「現金及び預金」については、現金であること、及び預金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似す

るものであることから、記載を省略しております。 

（※２）「売掛金」、「完成工事未収入金」、「買掛金」、「工事未払金」及び「未払金」（連結貸借対照表の流動負

債の「その他」に含めて開示）については、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであるこ

とから、記載を省略しております。 

（※３）連結貸借対照表上、流動負債に計上されている１年内返済予定の長期借入金を含めております。 

 

（注１）金銭債権及び満期がある有価証券の連結決算日後の償還予定額 

 前連結会計年度（2024年11月30日） 

 １年以内 

（千円） 

１年超５年以内 

（千円） 

５年超10年以内 

（千円） 

10年超 

（千円） 

現金及び預金 436,715 － － － 

売掛金 205,425 － － － 

完成工事未収入金 199,363 － － － 

合計 841,504 － － － 

 

 当連結会計年度（2025年11月30日） 

 １年以内 

（千円） 

１年超５年以内 

（千円） 

５年超10年以内 

（千円） 

10年超 

（千円） 

現金及び預金 964,178 － － － 

売掛金 206,061 － － － 

完成工事未収入金 107,190 － － － 

有価証券 

 満期保有目的の債券 

 

30,000 

 

 － 

 

－ 

 

－ 

合計 1,307,430 － － － 

 

（注２）長期借入金の連結決算日後の返済予定額 

前連結会計年度（2024年11月30日） 

 
１年以内 

（千円） 

１年超 

２年以内 

（千円） 

２年超 

３年以内 

（千円） 

３年超 

４年以内 

（千円） 

４年超 

５年以内 

（千円） 

５年超 

（千円） 

長期借入金 45,996 85,996 45,996 43,996 20,012 33,340 

合計 45,996 85,996 45,996 43,996 20,012 33,340 

 

当連結会計年度（2025年11月30日） 

 
１年以内 

（千円） 

１年超 

２年以内 

（千円） 

２年超 

３年以内 

（千円） 

３年超 

４年以内 

（千円） 

４年超 

５年以内 

（千円） 

５年超 

（千円） 

長期借入金 85,996 45,996 46,660 21,340 7,992 21,352 

合計 85,996 45,996 46,660 21,340 7,992 21,352 

 

３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項 

金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つの

レベルに分類しております。 

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される

当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価 

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時
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価の算定に係るインプットを用いて算定した時価 

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価 

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが

それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しており

ます。 

 

（１）時価で連結貸借対照表に計上している金融商品 

前連結会計年度（2024年11月30日） 

該当事項はありません。 

 

当連結会計年度（2025年11月30日） 

該当事項はありません。 

 

（２）時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品 

前連結会計年度（2024年11月30日） 

区分 
時価（千円） 

レベル１ レベル２ レベル３ 合計 

長期借入金 － 273,700 － 273,700 

負債計 － 273,700 － 273,700 

 

当連結会計年度（2025年11月30日） 

区分 
時価（千円） 

レベル１ レベル２ レベル３ 合計 

有価証券 

 満期保有目的の債券 

 

－ 

 

29,704 

 

－ 

 

29,704 

資産計 － 29,704 － 29,704 

長期借入金 － 227,137 － 227,137 

負債計 － 227,137 － 227,137 

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明 

有価証券 

社債は相場価格を用いて評価しております。当社グループが保有している社債は市場での取引頻度が低く、

活発な市場における相場価格とは認められないため、その時価をレベル２の時価に分類しております。 

 

長期借入金 

元利金の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リスクを加味した利率を基に、割引現在価値法により算

定しており、レベル２の時価に分類しております。 
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（有価証券関係） 

 満期保有目的の債券 

前連結会計年度（2024年11月30日） 

該当事項はありません。 

 

当連結会計年度（2025年11月30日） 

 連結貸借対照表 

計上額 

（千円） 

時価 

（千円） 

差額 

（千円） 

時価が連結貸借対照表計上額を超えるもの － － － 

時価が連結貸借対照表計上額を超えないもの 30,000 29,704 △296 

合計 30,000 29,704 △296 

 

 

（退職給付関係） 

前連結会計年度（自 2023年12月１日 至 2024年11月30日） 

１．採用している退職給付制度の概要 

 当社は確定拠出年金制度のほか、中小企業退職金共済制度に加入しております。また、連結子会社で

ある株式会社ミップは確定拠出型の制度として中小企業退職金共済制度に加入しております。 

２．確定拠出制度 

 当社及び連結子会社の確定拠出制度への拠出額は、7,592千円であります。 

 

当連結会計年度（自 2024年12月１日 至 2025年11月30日） 

１．採用している退職給付制度の概要 

 当社は確定拠出年金制度のほか、中小企業退職金共済制度に加入しております。また、連結子会社で

ある株式会社ミップは確定拠出型の制度として中小企業退職金共済制度に加入しております。 

２．確定拠出制度 

 当社及び連結子会社の確定拠出制度への拠出額は、12,143千円であります。 
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（税効果会計関係） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 

 

 

 

前連結会計年度 

（2024年11月30日） 

当連結会計年度 

（2025年11月30日） 

繰延税金資産   

 未払事業税 

 賞与引当金 

資産除去債務 

6,096千円  

3,217 

              2,557 

2,639千円  

－ 

2,633 

 敷金償却 

 連結上の未実現利益 

1,236 

683 

1,403 

544 

繰延税金資産小計 13,791 7,220 

評価性引当額小計 － － 

繰延税金資産合計 13,791 7,220 

繰延税金負債   

 連結子会社の時価評価差額 

 資産除去債務に対応する除去費用 

4,925 

1,744 

4,925 

1,615 

繰延税金負債合計 6,669 6,540 

 

 納税主体ごとに相殺し、連結貸借対照表に計上した純額 

 

 

 

前連結会計年度 

（2024年11月30日） 

当連結会計年度 

（2025年11月30日） 

繰延税金資産 

繰延税金負債 

7,121千円 

  － 

3,595千円 

2,914 

 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異

の原因となった主要な項目別の内訳 

 

 

 

前連結会計年度 

（2024年11月30日） 

当連結会計年度 

（2025年11月30日） 

法定実効税率 － 34.55％ 

（調整）   

住民税均等割 － 0.42％ 

軽減税率適用による影響 － △0.67％ 

税額控除 － △0.61％ 

のれん償却 － 5.25％ 

税率変更による影響 － △0.02％ 

その他 － △0.22％ 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 － 38.69％ 

 

（注）前連結会計年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の 100

分の５以下であるため注記を省略しております。 
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３．法人税等の税率の変更等による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正 

「令和７年度税制改正関連法（所得税法等の一部を改正する法律（令和７年法律第13号）など）」が

2025年３月31日に国会で成立したことに伴い、2026年12月１日以後開始する連結会計年度において解消

が見込まれる一時差異等については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率を変更し

て計算しております。 

なお、この税率変更による当連結会計年度の連結財務諸表に与える影響は軽微であります。 

 

（資産除去債務関係） 

重要性が乏しいため記載を省略しております。 
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（収益認識関係） 

１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報 

前連結会計年度（自 2023年12月１日 至 2024年11月30日） 

                                          (単位：千円） 

  
プロダクト 

販売 

インフライノ

ベーション 

サービス 

システム開発 

サービス 

アウトソーシ

ングサービス 
合計 

一時点で移転される

財又はサービス 
 

1,208,909 316,006 84,510 － 1,609,426 

一定の期間にわたり

移転される財又はサ

ービス 

－  116,060 37,065 584,738 737,863 

顧客との契約から生

じる収益 
1,208,909 432,067 121,575 584,738 2,347,290 

その他の収益 －  －  －  －  －  

外部顧客への売上高 1,208,909 432,067 121,575 584,738 2,347,290 

(注) 収益認識に関する会計基準の適用指針第95項に定める代替的な取扱いを適用することにより、完全に履行義

務を充足した時点で収益を認識しているインフライノベーションサービス及びシステム開発サービスにおけ

るシステム構築等の作業を伴う案件については、一時点で移転される財又はサービスに含めております。 

 

当連結会計年度（自 2024年12月１日 至 2025年11月30日） 

                                          (単位：千円） 

  
プロダクト 

販売 

インフライノ

ベーション 

サービス 

システム開発 

サービス 

アウトソーシ

ングサービス 
合計 

一時点で移転される

財又はサービス 
 

1,424,916 331,384 141,191 － 1,897,492 

一定の期間にわたり

移転される財又はサ

ービス 

－  92,707 91,908 689,225 873,842 

顧客との契約から生

じる収益 
1,424,916 424,092 233,099 689,225 2,771,334 

その他の収益 －  －  －  －  －  

外部顧客への売上高 1,424,916 424,092 233,099 689,225 2,771,334 

(注) 収益認識に関する会計基準の適用指針第95項に定める代替的な取扱いを適用することにより、完全に履行義

務を充足した時点で収益を認識しているインフライノベーションサービス及びシステム開発サービスにおけ

るシステム構築等の作業を伴う案件については、一時点で移転される財又はサービスに含めております。 

 

２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報 

収益を理解するための基礎となる情報は、連結財務諸表「注記事項(連結財務諸表作成のための基本

となる重要な事項)４．会計方針に関する事項（４）重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおり

です。 
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３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに

当連結会計年度末において存在する顧客との契約から当連結会計年度の末日後に認識すると見込ま

れる収益の金額及び時期に関する情報 

 

（１）契約資産及び契約負債の残高等 

                              
 

（単位：千円） 

    前連結会計年度 当連結会計年度 

顧客との契約から生じた債権（期首残高） － 404,789 

顧客との契約から生じた債権（期末残高） 404,789 313,251 

契約資産（期首残高） － 92,227 

契約資産（期末残高） 92,227  105,243 

契約負債（期首残高） － 267,576 

契約負債（期末残高） 267,576 455,124 

 （注）当社グループは、前連結会計年度より連結財務諸表を作成しているため、前連結会計年度の

各期首残高については記載しておりません。 

 

契約資産は、一定の期間にわたり収益を認識するインフライノベーションサービス並びにシス

テム開発サービスにおけるシステム構築等の作業を伴う案件及びアウトソーシングサービスにお

いて、期末日時点で充足した履行義務のうち、未請求の対価に対する当社の権利に関するもので

あります。契約資産は、対価に対する当社の権利が無条件になった時点で顧客との契約から生じ

た債権に振り替えられます。当該サービスに関する対価は、契約に基づき段階的に受領するとと

もに、履行義務を完全に充足したのち、一定期間経過後に残額を受領しております。 

契約負債である前受金は、主に、一定の期間にわたり収益を認識するアウトソーシングサービ

スに関する契約において、契約に基づき顧客から受け取った履行義務充足前の前受金に関するも

のであります。前受金は、収益の認識に伴い取り崩されます。 

前連結会計年度に認識された収益の額のうち期首現在の前受金残高に含まれていた額は、

71,982千円であります。 

当連結会計年度に認識された収益の額のうち期首現在の前受金残高に含まれていた額は、

220,698千円であります。 

 

（２）残存履行義務に配分した取引価格 

当社グループでは、残存履行義務に配分した取引価格の注記にあたって実務上の便法を適用し、

当初に予想される契約期間が１年以内の契約について注記の対象に含めておりません。 

前連結会計年度末において未充足の履行義務（保守契約等の前受金）は77,885千円であり、当

連結会計年度末日後１年以内に40％、残り60％がその後５年以内に収益として認識されると見込

んでおります。 

当連結会計年度末において未充足の履行義務（保守契約等の前受金）は374,424千円であり、当

連結会計年度末日後１年以内に20％、残り80％がその後５年以内に収益として認識されると見込

んでおります。 
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（セグメント情報等) 

【セグメント情報】 

前連結会計年度(自 2023年12月１日 至 2024年11月30日） 

当社グループは、システムインテグレーション事業の単一セグメントであるため、記載を省略して

おります。 

 

当連結会計年度(自 2024年12月１日 至 2025年11月30日） 

当社グループは、システムインテグレーション事業の単一セグメントであるため、記載を省略して

おります。 

 

【関連情報】 

前連結会計年度(自 2023年12月１日 至 2024年11月30日) 

１．製品及びサービスごとの情報 

単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％超であるため、

記載を省略しております。 

 

２．地域ごとの情報 

（１）売上高 

本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。 

 

（２）有形固定資産 

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。 

 

３．主要な顧客ごとの情報 

  (単位：千円） 

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名 

キヤノンＩＴＳメディカル株式会社 614,430 システムインテグレーション事業 

 

当連結会計年度(自 2024年12月１日 至 2025年11月30日) 

１．製品及びサービスごとの情報 

単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％超であるため、

記載を省略しております。 

 

２．地域ごとの情報 

（１）売上高 

本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。 

 

（２）有形固定資産 

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。 
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３．主要な顧客ごとの情報 

  (単位：千円） 

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名 

株式会社コンテックロジコム 562,467 システムインテグレーション事業 

学校法人関西医科大学 403,556 システムインテグレーション事業 

 

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】 

前連結会計年度(自 2023年12月１日 至 2024年11月30日) 

該当事項はありません。 

 

当連結会計年度(自 2024年12月１日 至 2025年11月30日) 

該当事項はありません。 

 

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】 

前連結会計年度(自 2023年12月１日 至 2024年11月30日) 

当社グループは、システムインテグレーション事業の単一セグメントであるため、記載を省略して

おります。 

 

当連結会計年度(自 2024年12月１日 至 2025年11月30日) 

当社グループは、システムインテグレーション事業の単一セグメントであるため、記載を省略して

おります。 

 

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】 

前連結会計年度(自 2023年12月１日 至 2024年11月30日) 

該当事項はありません。 

 

当連結会計年度(自 2024年12月１日 至 2025年11月30日) 

該当事項はありません。 

 

【関連当事者情報】 

前連結会計年度(自 2023年12月1日 至 2024年11月30日)  

１．関連当事者との取引 

該当事項はありません。 

 

２．親会社又は重要な関連会社に関する注記  

該当事項はありません。 

 

当連結会計年度(自 2024年12月1日 至 2025年11月30日)  

１．関連当事者との取引 

該当事項はありません。 

 

２．親会社又は重要な関連会社に関する注記  

該当事項はありません。 
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（１株当たり情報） 

１株当たり純資産額並びに１株当たり当期純利益及び算定上の基礎は、次のとおりであります。 

 

前連結会計年度 

(自 2023年12月１日 

 至  2024年11月30日) 

当連結会計年度 

(自 2024年12月１日 

至  2025年11月30日) 

１株当たり純資産額 5,143.16円 5,835.23円 

１株当たり当期純利益 661.75円 707.06円 

（注）１．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

   ２．１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、次のとおりであります。 

  

 

前連結会計年度 

(自 2023年12月１日 

 至  2024年11月30日) 

当連結会計年度 

(自 2024年12月１日 

 至  2025年11月30日) 

１株当たり当期純利益   

親会社株主に帰属する当期純利益(千円) 132,350 141,412 

普通株主に帰属しない金額(千円) － － 

普通株式に係る親会社株主に帰属する 
当期純利益(千円) 

132,350 141,412 

普通株式の期中平均株式数(株) 200,000 200,000 
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⑤ 【連結附属明細表】 

【社債明細表】 

 該当事項はありません。 

 

【借入金等明細表】 

区分 
当期首残高 

 (千円) 

当期末残高  

(千円) 

平均利率  

(％) 
返済期限 

１年以内に返済予定の長期借入金 45,996 85,996 0.7  

長期借入金(１年以内に返済予定のもの

を除く) 
229,340 143,344 0.8 

  2027年12月～

2033年７月 

合計 275,336 229,340 － － 

（注）１．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。 

２．長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く）の連結決算日以降５年以内における１年ごとの返済

予定額の総額 

区分 
１年超２年以内

(千円) 

２年超３年以内 

(千円) 

３年超４年以内 

(千円) 

４年超５年以内 

(千円) 

長期借入金 45,996 46,660 21,344 7,992 

 

【資産除去債務明細表】  

資産除去債務の金額に重要性が乏しいため、記載を省略しております。 

 

（２）【主な資産及び負債の内訳】 

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。 

 

（３）【その他】 

該当事項はありません。  
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第７ 【外国為替相場の推移】 

該当事項はありません。 
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第８【発行者の株式事務の概要】 

 

事業年度 毎年12月１日から翌年11月30日まで 

定時株主総会 毎事業年度末の終了後３ヶ月以内 

基準日 毎年11月30日 

株券の種類 ― 

剰余金の配当の基準日 毎年５月31日、毎年11月30日 

１単元の株式数 100株 

株式の名義書換 － 

  取扱場所 － 

  株主名簿管理人 － 

  取次所 － 

  名義書換手数料 － 

  新券交付手数料 － 

単元未満株式の買取り（注）  

  取扱場所 東京都千代田区霞が関三丁目２番５号 株式会社アイ・アール ジャパン 

  株主名簿管理人 東京都千代田区霞が関三丁目２番５号 株式会社アイ・アール ジャパン 

  取次所 － 

  買取手数料 無料 

公告掲載方法 

当社の公告方法は、電子公告としております。 

ただし、事故その他やむを得ない事由により電子公告をすることができないとき

は、日本経済新聞に掲載して行うこととしております。 

当社の公告掲載ＵＲＬは次のとおりです。 

https://www.fit-works.co.jp/ 

株主に対する特典 該当事項はありません。 

(注) 当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない

旨を定款に定めております。 

（１）会社法第189条第２項各号に掲げる権利 

（２）会社法第166条第１項の規定による請求をする権利 

（３）株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利  
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第二部 【特別情報】 

 

第１ 【外部専門家の同意】 

 

    該当事項はありません。 

 



独立監査人の監査報告書 

2026 年 2 月 27 日 

 

株式会社フィットワークス 

取 締 役 会 御中 

 

                    ひかり監査法人 

                     京都事務所 

指 定 社 員 

業務執行社員 
公認会計士  岩 永 憲 秀 

 

指 定 社 員 

業務執行社員 

公認会計士  伊 藤 玲 司 

 

監査意見  

当監査法人は、株式会社東京証券取引所の特定上場有価証券に関する有価証券上場規程の特例第128条第３項の規定

に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社フィットワークスの2024年12月１日から2025

年11月30日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、

連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その

他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。 

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株

式会社フィットワークス及び連結子会社の 2025年 11月 30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年

度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

 

監査意見の根拠  

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ

る当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ

る職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責

任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 

 

その他の記載内容 

その他の記載内容は、発行者情報に含まれる情報のうち、連結財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営

者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役の責任は、その他の記載内容の報告プロセ

スの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。 

当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の

記載内容に対して意見を表明するものではない。 

連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内

容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そ

のような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。 

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告

することが求められている。 

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。 

 

連結財務諸表に対する経営者及び監査役の責任 

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正

に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するた

めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 



連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるか

どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示

する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 

監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。 

 

連結財務諸表監査における監査人の責任  

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表

示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明

することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利

用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。 

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と

しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。 

・  不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手

続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ

適切な監査証拠を入手する。 

・  連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク

評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。 

・  経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性

及び関連する注記事項の妥当性を評価する。 

・  経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に

基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかど

うか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表

の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連

結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手

した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。 

・  連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠してい

るかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎

となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。 

・  連結財務諸表に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠

を入手するために、連結財務諸表の監査を計画し実施する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指揮、監督及

び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。 

監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備

を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。 

監査人は、監査役に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人

の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害

要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。 

 

利害関係  

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。 

以  上 

 

 

 

 

 

（注）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（発行者情報提出会社）が別途保管しております。 


